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Ⅰ．スピードスケート競技特別規程 

 

Ａ．距  離 

 

第２００条 【距離とチーム競技】 

 

１．国際競技会は、以下の競技を含むことができる：  

距離：100ｍ、500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍ、5000ｍ、10000ｍ 

レース： マススタート 

チームパシュート 

チームスプリント 

  オールラウンド又はスプリントの複数距離の複合で、単一の賞が授与される競技 

  500+1000+500+1000m 

      500+1500+1000+3000m 

             500+1500+1000+5000m 

  500+3000+1500+5000m 

  500+5000+1500+10000m 

             

２．１項に規定された競技に加えて、その他の短距離や長距離、又はその他の組合せのレースを

開催することもできる。チーム競技については、リレーレース、男女混成リレーレースなど

を開催することができる（規則第261条も参照）。そのようなレースは通常のトラックで開催

されなくてもよい（規則第204条も参照）。組織委員会は、該当する規程を告知しなければな

らず、IＳＵによって発行または承認された関連規程またはガイドラインを参照するものとす

る。 

３．以下の指示が遵守されていれば、（ＩＳＵ選手権大会を除く）国際競技会において、新しい

方法を試行してもよい： 

a) 申請は少なくとも３ヶ月前にはスピードスケート技術委員会に提出されなければならず、

委員会の承認が得られなければならない。 

b) 競技会のアナウンスメントには、試行しようとする方式に関してインフォメーションが

記されなければならない。 

c) 競技会後遅くとも２週間以内に主管加盟メンバーは新たな方式に関する報告書をスピー

ドスケート技術委員会に提出しなければならない。 

４．国際競技会での新規方式 

特別規程と技術規則に関する技術的性質の修正や新たな方法/システムについては、規則 104

条 11.b)項が適用される。 

 

 

 

 

第２０１条 【ＩＳＵ選手権大会の距離別及びチーム競技】 

 

１．【世界選手権大会】 

世界選手権大会は、毎年開催され、競技は以下の通りである： 

1.1． 距離別及びチームレース（2019/20 シーズンまでは、世界距離別選手権大会の名で開

催される）： 

a)女子距離別/個人レース：500ｍ、1000ｍ、1500m、3000ｍ、5000ｍ、マススタート

b)男子距離別/個人レース：500ｍ、1000ｍ、1500m、5000ｍ、10000m、マススタート 

c)女子チームレース 

d)男子チームレース 

1.2． オールラウンド及びスプリントの複合競技（2019/20 シーズンまでは、世界オールラ

ウンド、世界スプリント選手権大会の名で開催される）： 

a)女子オールラウンド複合による競技： 

・500mと 3000mを同日に滑走、1500mと 5000mを翌日に滑走； 

b)男子オールラウンド複合による競技： 

・500mと 5000mを同日に滑走、1500mと 10000mを翌日に滑走； 

c)女子、男子スプリント複合による競技： 

・性別毎に、500mと 1000mを連続する2日間にわたって2回滑走； 

・各日、500mは 1000mの前に滑走； 

1.3． 2020/21 シーズンについて、選手権大会の方式は、競技会の初日から遅くとも 2年前

までに、ＩＳＵ理事会によって決定されるものとする。各日のレースや競技の順序

は、主催者及び、IＳＵスピードスケート技術委員会との協議のもと、ＩＳＵによっ

て決定される。 

 

 

２． 【ヨーロッパ選手権大会】 

 

ヨーロッパ選手権大会は、毎年３日間に渡って２種類のプログラムを交互に開催する。 

 

2.1 オリンピックシーズンの前後のシーズンは、ヨーロッパ選手権大会は、オールラウンドとス

プリントの複合競技で開催される。 

a)女子オールラウンド複合競技： 

・500mと 3000mを同日に滑走、1500mと 5000mを翌日に滑走； 

b)男子オールラウンド複合競技： 

・500mと 5000mを同日に滑走、1500mと 10000mを翌日に滑走； 

c)女子、男子スプリント複合競技： 

・性別毎に、500mと 1000mを連続する2日間にわたって2回滑走； 

・各日、500mは 1000mの前に滑走； 

 

2.2 その他のシーズンにおいては、ヨーロッパ選手権大会は距離別とチームレースの競技によ

って開催される。競技は以下の通り： 
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a)女子距離別/個人レース：500ｍ、1000ｍ、1500m、3000ｍ、マススタート 

b)男子距離別/個人レース：500ｍ、1000ｍ、1500m、5000ｍ、マススタート 

c)女子チームレース 

d)男子チームレース 

 

2.3 各日のレースや競技の順序は、主催者及び、IＳＵスピードスケート技術委員会との協議の

もと、ＩＳＵによって決定される。 

 

 

３．【四大陸選手権大会】 

 

3.1 2019/20シーズンより、四大陸選手権が毎年開催される。 

 

3.2 選手権大会の方式は、ＩＳＵ理事会によって決定される。2019/20 シーズンについては、

大会初日の遅くとも 1 年前までに、2020/21 シーズンについては、大会初日の遅くとも 2 年前ま

でに決定されるものとする。 

各日のレースや競技の順序は、主催者及び、IＳＵスピードスケート技術委員会との協議のもと、

ＩＳＵによって決定される。 

 

４．【世界ジュニア選手権大会】 

 

4.1世界ジュニア選手権大会は、毎年開催される。競技は以下の通り： 

a)女子距離別/個人レース：500ｍ、1000ｍ、1500m、3000ｍ、マススタート 

b)男子距離別/個人レース：500ｍ、1000ｍ、1500m、5000ｍ、マススタート 

c)女子チームレース 

d)男子チームレース 

e) 女子オールラウンド複合： 

・500m+1500m+1000m+3000m; 

f)男子オールラウンド複合： 

・500m+1500m+1000m+5000m; 

 

4.2 各日のレースや競技の順序は、主催者及び、IＳＵスピードスケート技術委員会との協議の

もと、ＩＳＵによって決定される。 

 

 

第２０２条 【オリンピック冬季競技大会の距離とレース】 

 

１．オリンピック冬季競技大会の競技： 

 a) 女子距離別競技：500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍ、5000ｍ、16周のマススタートレース 

 b) 男子：500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、5000ｍ及び10000ｍ、16周のマススタートレース 

 c) 女子チームレース：６周のチームパシュートレース 

 d) 男子チームレース：８周のチームパシュートレース 

 

２．オリンピック冬季競技大会スピードスケート競技のプログラムは、当該ＩＳＵメンバーによ

って作成されるものとする。そのプログラムは、ＩＯＣ、オリンピック冬季競技大会組織委員

会と協議の上、ＩＳＵ理事会によって承認されなければならない。 
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Ｂ．トラックと会場 

第２０３条 【標準トラック】 

 

１．標準スピードスケート・トラックは、長さ最大 400ｍ、最小 333 1/3ｍのダブルレーンの競

技トラックをもち、それぞれ180度の２つのカーブをもつ、屋外、屋内又は室内のアイスリン

クであり、その内側カーブの半径は25ｍ以上26ｍ以内に測定するものとする。 

２．交差エリアは、カーブの出口からストレート全体の長さとする。 

３．内側競技レーンの幅は４ｍとする。外側競技レーンの幅は少なくとも４ｍでなければならな

い。 

 

第２０４条 【他のスピードスケート・トラック】 

 

 標準トラックの形式又は距離を遵守しないスピードスケート・トラックは、長さ最短 200ｍの

ダブルレーンで、内側半径最小 15ｍ、交差エリアの長さ 40ｍ以上、競技レーン幅 2ｍ以上の競

技トラックとして準備されるものとする。一般競技規則（規則第200条２項と３項参照）に従わ

ない競技会に関しては、トラックは別個の競技レーンなしで、例えば、湖、河川上に準備するこ

とができる。 

 

第２０５条 【ＩＳＵ選手権大会とＩＳＵワールドカップ競技会のトラック】 

 

 ＩＳＵ選手権大会とＩＳＵワールドカップ競技会は、400ｍ標準スピードスケート・トラック

で滑走しなければならない。トラックは、競技レーンの内側に幅最小４ｍのウォームアップレー

ンをもつものとする。 

 

第２０６条 【オリンピック冬季競技大会のトラックと会場】 

 

オリンピック冬季競技大会のスピードスケート競技は、人工冷凍氷によるＩＳＵ400ｍ標準ス

ピードスケート・トラックで実施されなければならない。トラックはＩＳＵ規程にしたがって設

計されなければならないし、競技レーンの内側に幅最小４ｍのウォームアップレーンをもたなけ

ればならない。アイスリンクは風と天候から保護されている暖房付きの建物の中に、囲まれてい

なければならない。トラックの内側区域（中地）は氷の表面を横切ることなく入ることができな

ければならない。競技者、競技役員、ゲスト、ＴＶ及び他のメディアのための適切な施設ととも

に、十分な観客席が準備されていなければならない。 

 

 

Ｃ．競技会の組織 

第２０７条 【エントリー料】 

 

ＩＳＵ選手権大会に関するエントリー料は不要である。 

 

第２０８条 【ＩＳＵ選手権大会とＩＳＵイベントのエントリー】 

１．【一般条件】 

 

1.1エントリー 

ＩＳＵ選手権大会とＩＳＵイベントのエントリーは、それぞれのＩＳＵメンバーを通してのみ行

うことができる（例外については、規則第109条５項を参照）。 

 

1.1.1 予備エントリー 

コーチ、その他のチームスタッフの人数、選手及び補欠の人数、選手及びチームリーダーの暫定

の氏名を記載した予備エントリーを、大会初日(女子、男子に関わらず大会初日)の 18 日前まで

に提出しなければならない。ＩＳＵメンバーは、予備エントリーに当該大会に派遣する予定のコ

ーチやその他のチームスタッフの人数、選手及び補欠の人数と暫定の氏名を記載しなければなら

ない。ＩＳＵが、エントリー枠又は有資格スケーターのリザーブリストを発行した大会について

は、当該ＩＳＵメンバーは、迅速に（最終エントリー締め切りの充分前に）エントリー枠を完全

に使用するのか、棄権が発生した場合にリザーブのポジションの選手が、参加する用意があるの

かを、ＩＳＵ事務局に連絡しなければならない。 

 

1.1.2 最終エントリー 

ＩＳＵメンバーが、選手権大会のアクレディテーションカードの発行を求める選手及び補欠の氏

名、チームリーダー、コーチ、その他のチームオフィシャルの氏名を最終エントリーに記載する。

チームオフィシャル用のアクレディテーションカードの数は、ＩＳＵが発行するガイドラインに

従って制限される。最終エントリーは、規則第 115 条 6a)項に従い、20:00(8pm)(大会会場の現

地時間)までに組織委員会に伝えなければならない。 

 

1.1.3 追加エントリー 

追加エントリーについては、一般規定第115条 6項が適用される。 

 

1.2 出場資格タイム 

全てのＩＳＵスピードスケート選手権大会及び一部のその他のＩＳＵ競技会のエントリーには、

最低限の出場資格タイムが求められる。各大会で求められる出場資格タイム、資格該当期間、タ

イムを達成しなければならない競技会のカテゴリー及びその他の条件は、ＩＳＵスピードスケー

ト技術委員会によって決定され、ＩＳＵコミュニケーションで通知される。ＩＳＵメンバーには、

出場資格タイムが必要となるＩＳＵ競技会にエントリーする各選手が達成したベストの出場資格
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タイムの証明書類を提出する責任がある。十分な証明書類が無い場合、エントリーは受け入れら

れない。 

 

2．【エントリー枠と出場資格制度】 

 

2.1 世界選手権大会－距離別/個人レース及びチームレース(2019/20 シーズンまでは、世界

距離別選手権大会と呼ぶ) 

 

2.1.1 エントリー枠 

世界選手権大会のエントリー枠は、シーズン中の所定のスピードスケート・ワールドカップ競

技会で記録された結果に基づき作成された競技ごとの特別出場資格ランキングリスト(ＳＱＲ

Ｌ)に従い、ＩＳＵメンバーに割り当てられる。ＳＱＲＬの対象となる実際のワールドカップ

競技会は、年次のＩＳＵコミュニケーションで通知される。このコミュニケーションでは、各

競技にエントリーする選手に求められる出場資格タイムも通知される。 

ＩＳＵメンバーの最大エントリー枠は、個人競技でそれぞれ３名である。ただし女子 5000ｍ、

男子 10000ｍ、女子マススタート、男子マススタート競技の最大エントリー枠は 2 名となる。

チームレースでは、ＳＱＲＬに従い出場資格を有するＩＳＵメンバーに対し１枠が割り当てら

れる。 

各競技の選手の総数は、次のように限定される： 

 

    女子 500ｍと男子500ｍ：     24名 

    女子 1000ｍと男子1000ｍ：    24名 

    女子 1500ｍと男子1500ｍ：    24名 

    女子 3000ｍと男子5000ｍ：   20名 

    女子 5000ｍと男子10000ｍ：   12名 

    女子、男子マススタート：   24名 

    女子、男子チームパシュート： 8チーム 

  女子、男子チームスプリント： 8チーム 

 

 

2.1.2 出場資格制度 

 

a) 各競技におけるＳＱＲＬは、2種類のランキングの組合せとなる： 

・所定のワールドカップ競技会で獲得したワールドカップポイントに基づいたランキン

グ(“ＳＱＲＬポイントランキング”)。女子3000ｍ、5000ｍ、男子5000ｍ、10000ｍにお

いては、各距離のＳＱＲＬポイントランキングは、両距離のワールドカップポイントを

共にカウントしたものに基づく。 

・所定のワールドカップ競技会において実際の距離競技で選手が達成したベストタイム

に基づくランキング(“ＳＱＲＬＳＱＲＬタイムランキング”)。 

二つのランキングリストのいずれかにおいて同点の場合は、もう一方のリストで上位の選手が、

ＳＱＲＬで上位に位置づけられる。しかし可能な限り、ＳＱＲＬポイントランキングの同点は、

まずＩＳＵワールドカップ・ランキング規則で裁定するものとする； 

各競技において、上位ＳＱＲＬポジションは、ＳＱＲＬポイントランキングから、以下のよう

に一定数のスケーター (各ＩＳＵメンバーの選手は、当該競技の最大エントリー枠以内) または

チームから構成し、ＳＱＲＬの残る部分は、ＳＱＲＬタイムランキングに基づく： 

 

女子 男子 ＳＱＲＬポイント 

ランキング 

ＳＱＲＬタイム 

ランキング 

500ｍ,1000ｍ,1500ｍ 500ｍ,1000ｍ,1500ｍ 14 10 

3000m 5000m 12 8 

5000m 10000m 6 6 

マススタート マススタート 24 - 

チームパシュート チームパシュート 6 2 

チームスプリント チームスプリント 6 2 

 

ある競技の枠の総数を超えるＳＱＲＬランキングの順位は“ＳＱＲＬリザーブポジション”と

みなし、最大6までに限られる。 

b) ＩＳＵメンバーに対するエントリー枠の配分。 

各競技のＩＳＵメンバーに対するエントリー枠の配分は、ＳＱＲＬの対象となる所定のスピー    

ドスケート・ワールドカップの最後の競技会後、ＩＳＵによって通知される。  エントリー枠        

は、ＳＱＲＬに従って配分されるが、例外として、大会を主催するＩＳＵメンバーの最高位スケ

ーターがＳＱＲＬ予備ポジションの上位6名にしか入っていない場合には、競技ごとに１名のエ

ントリー枠が配分される。チームレースの場合は、大会を主催するＩＳＵメンバーは、そのチー

ムがＳＱＲＬ予備ポジションの上位３位にしか入っていない場合には、１チームのエントリー枠

が配分される； 

c) エントリー枠の再配分 

一つ又は複数のＩＳＵメンバーが、配分されたエントリー枠に従って選手のエントリーをしない 

場合、これらのエントリー枠は、ＳＱＲＬランキングに従い他のＩＳＵメンバーに再配分され 

る。しかし、当該競技でエントリー枠を配分されていないＩＳＵメンバーが優先されるものとす 

る。再配分は、個人競技においてはＳＱＲＬ予備ポジション６名、チーム競技は、ＳＱＲＬ予備 

ポジション３位までに制限される。配分されたエントリー枠を利用しないＩＳＵメンバーは、早 

急にＩＳＵ事務局に連絡することが義務付けられる。 

d) 配分されたエントリー枠の利用(各競技のエントリー)： 

エントリー枠の配分後、各ＩＳＵメンバーは、その裁量の下、競技ごとに最大１名の補欠を含  

む、選手のエントリーを行う。しかし、エントリーした全ての競技者は、競技ごとにＩＳＵが設

定した出場資格タイムを達成していなければならない(上記1.2項を参照)。 

 

2.2【世界選手権大会‐オールラウンド複合】(2019/20 シーズンまでは、世界オールラウンド選

手権大会と呼ぶ): 

 

2.2.1 エントリー枠 

世界選手権大会の競技者数は、女子24名、男子24名である。各ＩＳＵメンバーの最大競技者数
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は性別ごとに３名である。ＩＳＵメンバーは、性別毎に最大1名の補欠をエントリーできる。 

世界オールラウンド選手権大会へのＩＳＵメンバーのエントリー枠は、先の選手権大会や、同一 

シーズンの資格取得ＩＳＵ競技会であるワールドカップ競技会の結果を考慮し決定される。エン

トリー枠の配分は以下のように行われる： 

   ・ＩＳＵメンバーは、先の選手権大会における上位１２位内のスケーター数に従い、あら

かじめエントリー枠を配分される(最大エントリー枠２)。競技会を主催するＩＳＵメンバ

ーは、先の選手権大会において上位１２位内にスケーターがいない場合、エントリー枠１

が、あらかじめ配分される； 

   ・残るエントリー枠は、ＳＱＲＬに基づき、ＩＳＵメンバーに配分される。 

 

2.2.2 出場資格制度 

ＳＱＲＬは、出場資格取得競技会に指定されたワールドカップ競技会における、1500ｍ、3000

ｍ(女子)、1500ｍ、5000ｍ(男子)の両競技の総合結果(第 265条 3項に従った総合ポイント)をも

とに作成される。先の選手権大会の結果に基づき、あらかじめエントリー枠が配分されたＩＳＵ

メンバーにおいては、このあらかじめ配分されたエントリー枠に相当する数の当該メンバーのＳ

ＱＲＬ上位スケーターは、以降の配分で考慮しないものとする。 

ある競技の枠の総数を超えるＳＱＲＬランキングの順位は“ＳＱＲＬリザーブポジション”と

みなし、最大6までに限られる。 

このリザーブリストは、ＩＳＵメンバーが獲得した全てのエントリー枠を使用しない場合、エン

トリー枠の再配分をするために適用される。再配分の過程では、エントリー枠を配分されていな

いＩＳＵメンバーが優先される。 

世界選手権大会の配分されたエントリー枠内で、ＩＳＵメンバーは要求された出場資格タイムに

到達しているスケーターの中から選手及び最大1名の補欠をエントリーすることができる（上記

2.1.2a）項参照）。 

特定の出場資格取得ＩＳＵ競技会とＳＱＲＬに関する詳細規定は、年次ＩＳＵコミュニケーショ 

ンで発表される。 

 

2.3 世界選手権大会‐スプリント複合（2019/20 シーズンまでは、世界スプリント選手権大会

と呼ぶ）： 

 

2.3.1 エントリー枠 

 

世界選手権大会の競技者数は、女子28名、男子28名である。各ＩＳＵメンバーの最大競技者数

は性別ごとに３名である。ＩＳＵメンバーは、性別毎に最大1名の補欠をエントリーできる。 

世界オールラウンド選手権大会へのＩＳＵメンバーのエントリー枠は、先の選手権大会や、同一 

シーズンの資格取得ＩＳＵ競技会であるワールドカップ競技会の結果を考慮し決定される。エン 

トリー枠の配分は以下のように行われる： 

   ・ＩＳＵメンバーは、先の選手権大会における上位１６位内のスケーター数に従い、あら

かじめエントリー枠を配分される(最大エントリー枠２)。競技会を主催するＩＳＵメンバ

ーは、先の選手権大会において上位１６位内にスケーターがいない場合、エントリー枠１

が、あらかじめ配分される； 

   ・残るエントリー枠は、ＳＱＲＬに基づき、ＩＳＵメンバーに配分される。 

 

2.3.2 出場資格制度 

ＳＱＲＬは、出場資格取得競技会に指定されたワールドカップ競技会における、500ｍ、

1000m(女子、男子)の両競技の総合結果(第 265 条 3 項に従った総合ポイント)をもとに作成され

る。先の選手権大会の結果に基づき、あらかじめエントリー枠が配分されたＩＳＵメンバーにお

いては、このあらかじめ配分されたエントリー枠に相当する数の当該メンバーのＳＱＲＬ上位ス

ケーターは、以降の配分で考慮しないものとする。 

ある競技の枠の総数を超えるＳＱＲＬランキングの順位は“ＳＱＲＬリザーブポジション”と

みなし、最大6までに限られる。 

このリザーブリストは、ＩＳＵメンバーが獲得した全てのエントリー枠を使用しない場合、エン

トリー枠の再配分をするために適用される。再配分の過程では、エントリー枠を配分されていな

いＩＳＵメンバーが優先される。 

世界選手権大会の配分されたエントリー枠内で、ＩＳＵメンバーは要求された出場資格タイムに

到達しているスケーターの中から選手及び最大1名の補欠をエントリーすることができる（上記

2.1.2a）項参照）。 

特定の出場資格取得ＩＳＵ競技会とＳＱＲＬに関する詳細規定は、年次ＩＳＵコミュニケーショ 

ンで発表される。 

 

 

2.4.【ヨーロッパ選手権大会】 

 

2.4.1 エントリー枠 

a) 規則第 201 条 2.1 項に記載される方式の選手権大会（距離別/個人競技及びチームレース）

技における最大競技者数は、世界選手権大会の距離別/チーム競技の最大競技者数と同

じとする。上記 2.1.1 を参照。ＩＳＵメンバーの最大エントリー数は、性別毎に 10 名

とする（補欠を含む）。 

b) 規則第 201 条 2.1 項に記載された方式の選手権大会（オールラウンド及びスプリント複

合）における最大競技者数は、男子２４名、女子２０名とする。 

世界選手権大会の同競技の最大競技者数と同じとする。208条 3a)、4a)、6a)を参照。 

c) 実際の枠（競技ごとの選手数）は、年次ＩＳＵコミュニケーションで指定される。 

d) ヨーロッパ選手権大会の各競技における、各ＩＳＵメンバーの最大選手数は、世界選手

権大会の該当競技と同じとする。上記2.1.1項を参照。 

e) 各ＩＳＵメンバーは、競技毎に最大1名の補欠をエントリーできる。 

 

2.4.2 出場資格制度 

各競技のエントリー枠は、世界選手権大会の該当競技に適用される仕組みと同じ出場資格制度に

従い、ヨーロッパのＩＳＵメンバーに対して割り当てられる。上記2.1.2項を参照。 

特定の出場資格取得ＩＳＵ競技会とＳＱＲＬに関する詳細規定は、年次ＩＳＵコミュニケーショ 

ンで発表される。 
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2.5【四大陸選手権大会】 

 

2.5.1 エントリー枠 

a) 選手権大会の各競技における各ＩＳＵメンバーからの最大競技者数は、世界選手権大会

の同一競技の最大競技者数と同じとする。上記2.1.1を参照。 

b)  各ＩＳＵメンバーは、競技毎に最大1名の補欠をエントリーできる。 

c) 実際の枠（競技ごとの選手数）とメンバー毎の最大エントリー数は、年次ＩＳＵコミュ

ニケーションで指定される。 

 

2.5.2 出場資格制度 

 

出場資格枠とエントリー枠についての詳細規定は、年次ＩＳＵコミュニケーションで発表される。 

 

2.6【世界ジュニア選手権大会】 

 

2.6.1エントリー枠 

世界ジュニア選手権大会において、各ＩＳＵメンバーは最大女子５名、男子５名をエントリーで

きる。各競技において、世界選手権大会にエントリーする最大5選手の中で補欠を指定できる。

競技毎の最大エントリーは以下の表の通り： 

 

ジュニア女子  ジュニア男子  

500ｍ 5選手 500m 5選手 

1000ｍ 4選手＋補欠1名 1000ｍ 4選手＋補欠1名 

1500ｍ 4選手＋補欠1名 1500ｍ 4選手＋補欠1名 

3000ｍ 4選手＋補欠1名 5000ｍ 4選手＋補欠1名 

マススタート 2選手＋補欠1名 マススタート 2選手＋補欠1名 

チームレース 1チーム(3選手+補欠1名) チームレース 1チーム(3選手+補欠1名) 

 

距離別４種目全てにエントリーした競技者は、オールラウンド競技で競う資格を得る。 

 

 

第２０９条 【オリンピック冬季競技大会のエントリー】 

 

１．【エントリー枠】 

オリンピック冬季競技大会の各版について、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は各性別の目標

数でスピードスケート競技に申込むべき競技者の最大全体数（ＩＯＣ枠）を規定している。女子

又は男子のいずれかについてそれぞれのＩＯＣ枠目標数がＩＳＵ規程に記述された出場資格シス

テムにしたがって達しない場合、それぞれのエントリー枠の未使用数は他の性別の枠に属すると

みなし、追加される。 

a) ＩＳＵメンバー、それぞれの国内オリンピック委員会（ＮＯＣ）ごとの申込まれたスピー

ドスケーターの全体総数は競技者最大20名、女子最大10名、男子最大 10名となる。ＩＳＵメ

ンバー/ＮＯＣの全体枠は、次のように、割当てられたＩＳＵメンバー/ＮＯＣ競技エントリー枠

に基づいて、更に制限される。 

 ・ チームパシュート、マススタートを含む全ての競技/距離において枠を配分された

ＩＳＵメンバー/ＮＯＣに対し女子最大10名、男子最大10名 

 ・他のＩＳＵメンバー/ＮＯＣには女子最大８名、男子最大８名 

 ・申込まれた競技者(女子と男子、それぞれに)の総数は、当該のＩＳＵメンバー/ＮＯ

Ｃの個人競技/距離に割当てられたエントリー枠の総数を超えることができない。 

b) 競技/距離ごとに、ＩＳＵメンバー/ＮＯＣごとの参加競技者最大数は、以下を越え

てはならない: 

  ・ 個人競技/距離500ｍ、1000ｍ、1500ｍ(女子と男子)、 

3000ｍ(女子)、5000ｍ(男子)各３名 

  ・個人競技/距離5000ｍ(女子)、10000ｍ(男子)、 

マススタート(女子と男子)各２名 

  ・チームパシュート競技各４名。ＩＳＵメンバー/ＮＯＣごとに最大１チームが 

各競技（女子と男子）にエントリーできる。 

c) 競技/距離(競技/距離枠)ごとの競技者の最大数 

 ・女子500ｍ、1000ｍ、1500ｍ： 32名 

 ・男子500ｍ、1000ｍ、1500ｍ： 36名 

 ・女子3000ｍと男子5000ｍ： 24名 

 ・女子5000ｍと男子10000ｍ： 12名 

 ・女子、男子マススタート： 24名 

 ・チームパシュート競技：８チーム。各チームはスケーター最大４名で構成される。 

  

２．【出場資格制度】 

a) 出場資格制度は三つの主要要素に基づく: 

ⅰ) 指定されたＩＳＵワールドカップ競技会の結果に基づいた特別オリンピック出場  

資格取得順位（ＳＯＱＣ）にしたがったＩＳＵメンバー/ＮＯＣ競技枠の割り当て（各競

技の出場資格順）。 

オリンピック冬季競技大会のシーズン中に開催されたＩＳＵワールドカップスピードス

ケート競技会の結果に基づいた競技/距離ごとの特別オリンピック出場資格取得順位（Ｓ

ＯＱＣ）にしたがい、ＩＳＵメンバー、各国内オリンピック委員会（ＮＯＣs）は、この

資格取得順位を獲得する。女子と男子のチームパシュート、個人競技の各々に、ＳＯＱ

Ｃがある。 

 ⅱ) 出場資格タイムの達成：それぞれのＩＳＵメンバー/ＮＯＣにより手に入れられたエ

ントリー枠以内で、オリンピック冬季競技大会にエントリーされるための資格を有

するためには、スケーターはオリンピック冬季競技大会に先立つ年の７月１日とオ

リンピック冬季競技大会のエントリーの期限の間にＩＳＵ出場資格タイムを達成し

なければならない。適用される出場資格タイム基準と達成された資格タイムの認定

の条件は、遅くともオリンピック冬季競技大会に先立つ年の７月１日までにＩＳＵ

コミュニケーションに通告される。 
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ⅲ) 割当てられたエントリー枠の使用(各種目/距離毎に名前でエントリー):ＩＳＵメンバ 

ー/ＮＯＣが獲得したエントリー枠をＩＳＵが確認した後、各ＩＳＵメンバー/ＮＯ

Ｃは、オリンピック冬季競技大会へ（適用される期限以内に）各々の裁量で名前に

よるエントリーを行う。すべてのエントリーは、エントリーした競技者が、それぞ

れの競技/距離に設定された出場資格タイムを達成し、ＩＳＵとＩＯＣ規則による資

格を有していることを前提とする。 

 

b) 特別なオリンピック出場資格取得順位（ＳＯＱＣ）の定義 

 ⅰ) ＳＯＱＣは、ＩＳＵ規程やＩＳＵコミュニケーションに記載されたように、ＩＳＵス

ピードスケート・ワールドカップ順位決定のためのＩＳＵ規則及びＩＳＵ世界距離別

選手権大会の出場資格取得のためのＩＳＵ規則に基づいた基準にしたがって計算され

る。各ＳＯＱＣは２組のランキングの組合せとなる： 

   ・ 所定のワールドカップ競技会で獲得したワールドカップポイントによるランキング

（ＳＯＱＣポイントランキング） 

   ・所定のワールドカップ競技会でスケーターが達成した最高タイムに基づいたランキ

ング（ＳＯＱＣタイムランキング） 

ⅱ) ２つのランキングリストのいずれかで同点の場合には、もう一方のリストで上位のス

ケーターがＳＯＱＣでより高い順位となる。ただし、ＳＯＱＣポイントランキングの同点

は、可能であれば、まずＩＳＵワールドカップ・ランキング規則により解決されるものと

する。 

 ⅲ) 各競技/距離について、ＳＯＱＣポイントランキングに基づく最高位のＳＯＱＣ順位

のスケーター/チームの構成は、下記のようになる。（各ＩＳＵメンバー/ＮＯＣにつ

いて、当該競技/距離の最大ＩＳＵメンバー/ＮＯＣ枠内のスケーターのみを考慮する） 

 

 女子、男子500ｍ、1000ｍ、1500ｍ  20名 

 女子 3000ｍ、男子5000ｍ   16名 

 女子 5000ｍ、男子10000ｍ   8名 

 女子、男子マススタート       24名 

 女子、男子チームパシュート     6チーム 

 ⅳ) ＳＯＱＣの残りの部分はＳＯＱＣタイムランキングに基づく。 

   ⅴ) 長距離（女子3000ｍと5000ｍ、男子5000ｍと10000ｍ）について、ＳＯＱＣポイ

ントランキングは、ＩＳＵワールドカップ規則にしたがって２距離の両方で達成さ

れたワールドカップポイントに基づく。ＳＯＱＣタイムランキングは当該距離で達

成されたタイムに基づく。 

c) ＩＳＵメンバー/ＮＯＣへのエントリー枠の割当 

   各競技/距離のＩＳＵメンバー/ＮＯＣエントリー枠は、計画されたＩＳＵワールドカッ

プ競技会からの結果に基づいた、競技/距離への特別なオリンピック出場資格取得順位

（ＳＯＱＣ）にしたがって割当てられる。 

競技/距離枠は： 

・500ｍ、1000ｍ、1500ｍ：女子 36 名(32 名)と男子 40 名(36 名)、ＩＳＵメンバー/Ｎ

ＯＣ当たり競技/距離で最大 3名 

・女子 3000ｍ、男子 5000ｍ：各 24名、各ＩＳＵメンバー/ＮＯＣ競技/距離毎に最大３

名 

・女子 5000ｍ、男子 10000ｍ：12名、各ＩＳＵメンバー/ＮＯＣ競技/距離で最大 2名 

・女子/男子マススタート：各24名、各ＩＳＵメンバー/ＮＯＣ競技/距離、最大 2名 

・ チームパシュート：女子８チームと男子８チーム、スケーター最大４名で構成され

る各チームで、ＩＳＵメンバー/ＮＯＣごとに女子１チームと男子１チーム。 

各競技おいて、各ＩＳＵメンバー/ＮＯＣのエントリー枠は、次の条件と例外に従い、 

各競技のＳＯＱＣにおける当該ＩＳＵメンバー/ＮＯＣのスケーター又はチームの順 

位に応じて割当てられる: 

  ⅰ) ＩＳＵメンバー/ＮＯＣが許された最大ＩＳＵメンバー/ＮＯＣ競技枠（女子 500

ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍで 3 名、男子 500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、5000ｍで 3 名；

女子5000ｍ、男子10000ｍ、女子/男子マススタートで2名）を割当てられている時、

このＩＳＵメンバー/ＮＯＣからの追加のスケーターは、エントリー枠の更なる割当

には考慮されない。 

   ⅱ)チームパシュート(８チームの枠、ＮＯＣごとに１チーム)： 

    オリンピック冬季競技大会を開催するＩＳＵメンバー/ＮＯＣは、それぞれのチーム 

パシュート競技に１チームをエントリーする権利を有する。 

ⅲ) 競技/距離の最終のエントリー枠を決定するＳＯＱＣにおいて同点がある場合、こ 

のポジションは、ＩＳＵ事務局で外部監査役の立会いの下、ＩＳＵ専務理事による抽

選により決定される。 

   ⅳ)(上記で指定されたように)競技/距離の最大エントリー枠を満たした後、次の競技/

距離ごとのＳＯＱＣポジションでエントリー枠の予備リストが構成される。個人距離

について予備リストは６名で構成される。チームパシュート競技では、予備リストは

予備エントリー枠３チームで構成される。 

  

 d) エントリー枠の再配分 

   あるＩＳＵメンバー/ＮＯＣs が割当てられたエントリー枠を使用しない時、未使用の

エントリー枠はスピードスケートのＩＯＣ枠が超過しないことの条件の下に再割当される。

再割当はＳＯＱＣ予備リストのランキング順に従って行われるが、例外として、当該競技

/距離についてまだエントリー枠を割当てられていないＩＳＵメンバー/ＮＯＣに優先権が

与えられる。 

 

e) 割当てられたエントリー枠の使用（各競技/距離の名前によるエントリー） 

   競技当たり、合計でＩＳＵメンバー/ＮＯＣにより手に入れられたエントリー枠のＩＳ

Ｕによる確認の上で、適用可能な期限以内に行われるべきオリンピック冬季競技大会への

十分な「名前によるエントリー」は、それぞれのＩＳＵメンバー/ＮＯＣの自由裁量にあ

る。すべてのエントリーは、競技者がそれぞれの競技/距離でＩＳＵにより設定された出

場資格タイムに達していることはもちろん、ＩＳＵとＩＯＣ規則にしたがってエントリー

された競技者が有資格者であることを条件とする。 

オリンピック冬季競技大会の、期限前に提出すべき「名前によるエントリー」は、どの

競技者がどの種目への参加を考慮しているかを示さなければならない。各競技/距離につ
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いて、示された競技者数は競技/距離に割当てられたＩＳＵメンバー/ＮＯＣ枠より最大１

名以上多くすることができる。オリンピック冬季競技大会の会場で、各個人競技/距離の

最終エントリーが行われる時（期限：競技の３日前）、ＩＳＵメンバー/ＮＯＣは「名前

によるエントリー」よってのみ競技者をエントリーできる。チームパシュート競技につい

ては、ＩＳＵメンバー/ＮＯＣs は、その裁量で、オリンピック冬季競技大会にエントリ

ーしているスケーターの中から（スケーター３名又は４名で構成する）チームを構成する

ことができるが、チームのすべてのメンバーが、少なくともひとつの個人種目/距離にエ

ントリーし、オリンピック冬季競技大会にエントリーしていることが求められる。 

  

 f) ホストＩＳＵメンバー/ＮＯＣの資格取得 

  ホストＩＳＵメンバー/ＮＯＣは、スケーターとチームのエントリーに一般的な条件を

条件とするだけで、ホストＩＳＵメンバー/ＮＯＣがチームをエントリーする権利をもつ

チームパシュート競技を除いて、他のＩＳＵメンバー/ＮＯＣと同様にエントリー枠の割

当に関する資格取得手順と規則を条件とする。 

 

g) 出場資格タイム 

    遅くともオリンピック冬季競技大会に先立つ年の７月１日までにＩＳＵにより通告され

た明細に従ってＩＳＵ出場資格タイムを達成したスケーターだけが、オリンピック冬季競

技大会の競技者としてエントリーされる。個人競技/距離にエントリーするためには、ス

ケーターは当該距離の出場資格タイムに達していなければならない。チームパシュート競

技にエントリーされるためには、スケーターは少なくとも個人競技/距離のひとつで出場

資格タイムに達していなければならない。 

 

  h) 達成された出場資格タイムの承認条件 

出場資格タイムを達成することをスケーターに認める期間は、ＩＳＵコミュニケーショ

ンに通告される。次の競技会のみが出場資格タイムの達成のために考慮される： 

・ＩＳＵ選手権大会とＩＳＵ選手権大会の予選競技会、 

・ＩＳＵワールドカップスピードスケート競技会（遅くともオリンピック冬季競技大

会に先立つ年の８月１日までにＩＳＵコミュニケーションに通告される）、 

・ＩＳＵ規程第110条２項にしたがって告知された、すべてのＩＳＵメンバーにオープ

ンにされた国際競技会、 

・ＩＳＵ規程第 110条２項にしたがって告知されたカントリーマッチ、 

・国内オリンピックトライアルとして当該ＩＳＵメンバー/ＮＯＣにより公式に宣言さ

れた競技会を含んで、ＩＳＵメンバーにより組織された国内選手権大会 

 

カントリーマッチと国内選手権大会/国内オリンピックトライアルに関して、出場資格

タイムの達成と考慮されるためには、開催するＩＳＵメンバーは 10 月１日までにその

競技会の予定期日と場所と同様にプログラムをＩＳＵ事務局に通告しなければならない

（規程第104条 14項 c）参照）。競技会のアナウンスメントのコピーは遅くとも競技会

の初日の２週間前までにＩＳＵ事務局に送られなければならない。 

   更に、ＩＳＵ規程が遵守されなければならないし、特に限定されないが、次の条件が出

場資格タイムの達成のために薦められるべき競技会を正規にされてなければならない： 

・自動計時装置を競技会で使用しなければならない。 

-  競技会のレフェリーとスターターは、毎年ＩＳＵコミュニケーション、又はこのコ

ミュニケーションの改正に発表されるように、当該シーズンのスピードスケートのレ

フェリーとスターターに承認されたＩＳＵリストに含まれていなければならない。 

-  有効なＩＳＵアンチドーピング規則とＩＳＵアンチドーピング要領書に従い、アン

チドーピングテストを競技会で実施しなければならない。 

  

 i) 達成された出場資格タイムの確認と承認 

   ＩＳＵスピードスケート技術委員会は達成された出場資格タイムの承認に責任がある。

ＩＳＵメンバーはオリンピック冬季競技大会に参加しようとする各スケーターの競技/距

離ごとの達成された最高出場資格タイムの確認をＩＳＵに提出する責任がある。確認はタ

イムが達成された期日と会場を含むものとする。タイムがＩＳＵ選手権大会又はＩＳＵワ

ールドカップ競技会で達成されない限り、リザルトのリストのコピーは同封されなければ

ならない。更に、確認は（上述のように）達成された出場資格タイムの承認のためのすべ

ての条件が満たされているという、開催するＩＳＵメンバーからの記述を含まなければな

らない。そのような通知を提出する期限はＩＳＵコミュニケーションに通知されるものと

する。 

 

j) エントリー枠の確認/辞退/調整 

   それぞれの競技のエントリー枠の割当に関する資格取得プロセスの終了後、ＩＳＵは割

当てられたエントリー枠を一時的に通知する。ＮＯＣはそれらのエントリー枠の使用をＩ

ＳＵ事務局に確認及び/又は辞退しなければならない。これらのＮＯＣからの反応がオリ

ンピック冬季競技大会のＩＯＣスピードスケートの全体枠が超過していることを示す場合、

幾つかのＮＯＣが当該競技の割当てられたエントリー枠を一時的に失うという結果をもっ

て、個人競技/距離の競技者の最大数は調整される。最初の段階では、調整されたエント

リー枠はＩＯＣ枠に達するまで、500ｍに始まり、次に 1000ｍ、そして 1500ｍと、競技者

１名により競技の競技者の最大数の削減に基づく。それぞれの競技/距離の最後に手に入

れたそれぞれのエントリー枠は最初に除外される。必要であれば、次の段階が同じ競技/

距離の競技者の最大数に更なる削減に基づいて上述と同じ方法でエントリー枠を調整する

ことになる。 

 k) 未使用エントリー枠の再割当 

   未使用エントリー枠は予備リストと他の基準及び前述の条件に基づいた、各競技/距離

の継続的基礎に再割当される。 

 l) 追加規程 

   スケーターのシーディングと組ヒートの抽選に関して、各競技距離の最終エントリーの

提出に関する詳細は、スピードスケートのＩＳＵ特別規程と技術規則に与えられる。 
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Ｄ．競技役員とその義務 

 

第２１０条 【必要な競技役員】 

 

１．少なくとも次の競技役員が必要である： 

 a) レフェリー １名、 

 b) アシスタントレフェリー １名、 

 c) スターター １名 及びそのアシスタント、 

 d) 手動計時手順をサポートし、規則第 260 条２項のあらゆる違反を監察するフィニッシン

グラインジャッジ１名； 

 e) 手動計時担当チーフタイムキーパー１名とマニュアルタイムキーパー最少４名； 

 f) 自動計時が用いられている時：自動計時手順担当チーフタイムキーパー１名、及び使用

される（規程第 251条に定義された）各自動計時システム担当アシスタント・チーフタイ

ムキーパー。 

 g) ラップスコアラー 数名、 

 h) トラックジャッジ：コーナージャッジ２名、各カーブに１名（オリンピック冬季競技大

会、ＩＳＵ選手権大会及び他のＩＳＵイベントに関しては各カーブに少なくとも２名）、

フィニッシュ側ストレートでラインの横断を監察するジャッジ<ラインズマン>少なくとも

１名、及び交差コントローラー１名。 

 i) これらの競技役員に関して必要な交代要員； 

オリンピック冬季競技大会、ＩＳＵ選手権大会及び他のＩＳＵイベントに関して： 

 j) アイス・テクニカルエキスパート１名 

 k) エントリーの管理と抽選手順の準備にレフェリーを補佐するスポーツエキスパート１名。 

 

２．ＩＳＵ選手権大会とオリンピック冬季競技大会に関して、女子競技と男子競技はそれぞれ別

のレフェリーとスターターのチームをもつものとする。 

各チームは、レフェリー１名、アシスタントレフェリー１名及びスターター1 名または２名

により構成される。   

 

第２１１条 【競技役員の任命】 

 

 競技会を開催するメンバー又は加盟クラブは、競技役員を任命する権限が与えられる（ＩＳＵ

選手権大会の例外については第214条、オリンピック冬季競技大会の例外については第215条を

参照）。すべての競技役員は有資格者でなければならない。 

 

第２１２条 

【ＩＳＵ選手権大会とオリンピック冬季競技大会のレフェリーとスターターの指名推薦】 

 

１．ＩＳＵのすべてのメンバーは、以下の役務を推薦される者の氏名を４月 15 日までにＩＳＵ

事務局に通知するものとする。 

 a) ＩＳＵレフェリー（４名以内）、規則第121条１b)参照、 

 b) ＩＳＵスターター（３名以内）、規則第121条１b)参照。 

  指名推薦は公式書類に正確に記入し、２カテゴリー別々に提出されなければならない。 

２．ＩＳＵメンバーによって指名推薦されたレフェリー/スターターは、通常指名推薦する加盟

メンバーの国の国籍を有しているものとする。 

３．ＩＳＵメンバーが外国籍のあるレフェリー/スターターを指名推薦する場合、当該レフェリ

ー/スターターは、国民であるその国のメンバーの承認を得た場合のみ受理される。 

  そのようなレフェリー/スターターの氏名は、レフェリー/スターターを指名推薦するメンバ

ーのリストに掲載されているものとする。そのように指名推薦されたレフェリー/スターター

は、メンバーの指名推薦枠に数えられる。 

４．ＩＳＵのメンバーは、適切なＩＳＵ規則及び英語の知識に通じた、充分な経験を有し、適格

性のある、完全に公平な者のみをレフェリー/スターターとして指名推薦することに細心の注

意を払うものとする。規則第122条１項c)も参照。 

５． 

a) ７月１日以前に満 65 歳に達した者は、それ以後のＩＳＵ選手権大会とオリンピック冬季

競技大会におけるＩＳＵレフェリーの資格を喪失するものとする。 

b) ７月１日以前に満 60 歳に達した者は、それ以後のＩＳＵ選手権大会とオリンピック冬季

競技大会におけるＩＳＵスターターの資格を喪失するものとする。 

６．指名されたレフェリー/スターターの中から、スピードスケート技術委員会は、ＩＳＵレフ

ェリー又はアシスタント・レフェリー（Ａ）として役務できる者を最大 25 名、及びＩＳＵス

ターターとして役務できる者を最大25名、を１年間認可する。 

７．スピードスケート技術委員会によって登録されたレフェリーとスターターの完全なリストは、

毎年８月１日までにＩＳＵメンバーに通知されなければならない。 

  

第２１３条 【国際競技会と国内選手権大会のレフェリーとスターターの指名推薦】 

 

 ＩＳＵのすべてのメンバーは、国際レフェリーと国際スターターとして役務するためにメンバ

ーによって認可されたレフェリーとスターターの氏名を、４月 15 日以前にＩＳＵ事務局あてに

告知するものとする、規則第121条１項 b)を参照。 

 

第２１４条 【ＩＳＵ選手権大会のレフェリー、スターター及び他の競技役員の任命】 

 

１．ＩＳＵ選手権大会のレフェリー、アシスタントレフェリー及びスターターは、一般規程の規

則第129条４項にしたがって任命されるものとする。 

２．選手権大会競技の各カテゴリー（それぞれ女子競技と男子競技）のレフェリーとアシスタン

トレフェリーは、国籍が異なるものとする。各カテゴリーのスターター２名についても同様

に適用する。 

  任命は、組織するメンバーによる指名の要望を考慮した上で決定されるものとする。指名は

遅くとも８月15日までにＩＳＵあてに提出されていなければならない。 

３．ＩＳＵ選手権大会に関して、任命されたレフェリー、アシスタントレフェリー及びスタータ

ーは、ＩＳＵ代表とＩＳＵスピードスケート技術委員会代表と同様に、選手権大会の始まる
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60日前には組織するメンバーによって招待されなければならない。 

４．ＩＳＵ選手権大会に関して、（ＩＳＵ代表とＩＳＵスピードスケート技術委員会代表を除く）

必要とされるすべての他の競技役員は、組織するメンバーによって任命されるものとする。  

 

第２１５条 【オリンピック冬季競技大会の競技役員の任命】 

 

１．規則第121条により、オリンピック冬季競技大会スピードスケート競技のレフェリー、ア 

シスタントレフェリー及びスターターは、ＩＳＵレフェリーとＩＳＵスターターでなけれ

ばならない。 

２．任命は、規則第126条８項と第214条２項にしたがってなされる。 

３．任命されたレフェリー、アシスタントレフェリー及びスターターは、オリンピック冬季競 

技大会の始まる60日前には組織委員会によって招待されなければならない。 

４．（ＩＳＵ技術代表以外の）必要とされるすべての他の競技役員は、オリンピック冬季競技 

大会が開催される国のＩＳＵメンバーによって任命されるものとする。 

５．本条１項に従い、任命された競技役員の氏名は、ＩＳＵによって、当該ＩＳＵメンバー及び

オリンピック冬季競技大会の組織委員会に通知されなければならない。 

６．任命された競技役員は、役務している期間、ナショナルチームのエンブレム又はユニフォー

ムを着用することは許されない。 

 

第２１６条 【レフェリーの義務と権限】 

 

１．レフェリーには次の責任がある： 

 a) 競技役員と競技者の出場資格を審査すること。 

 b) 規則第 239－244条にしたがって、抽選又は組の編成。 

 c) 規則第 245条と第246条にしたがって、組の調整と再編成。 

 d) 監督している競技会について、すべての適用可能な規則が守られているかどうかを注意す

ること。 

 e) スターターの権限の属するスタート手順に関連する事項（規程第 217 条参照）を除いて、

ＩＳＵスピードスケート特別規程及び技術規則の違反の場合に、競技者の失格に関する全

ての裁定を行う。 

 f) ＩＳＵ選手権大会、オリンピック冬季競技大会、他のＩＳＵイベント及び国際競技会に

おいて、製氷（規則第 229条参照）に関する情報を与えること。 

 

２．レフェリーは次の権限を有する： 

 a) 氷の状態及びトラックの安全措置が競技会の開催を許可するかどうかを決定する。 

 b) 不都合な事態が発生した場合、トラックの形状や規格を変えたり距離を変更したりする。 

 c) ＩＳＵ規程に矛盾しない限りにおいて、競技会の告知されたプログラムを変更する。 

  d) 組織するメンバー又は加盟クラブの同意により、競技の開催のために他のリンクを容認す

ること。 

ＩＳＵイベントでは、上述の決定は競技会に任命されたＩＳＵ代表(s)と協議の上でのみ行う

ことができる。 

 e) 無効を宣言されたレースが再開されるべきか、いつ、どこで再開されるべきか決定する。 

 f) 必要な場合、競技から競技者を、及びコーチエリア（規則第227条 3項参照）からコーチ

を排除する。 

 g) 転倒又は負傷した競技者がいて、安全の心配がある場合に進行中のレースを止める。 

 h) 観衆が統一的行動で競技会を中断又は妨害した場合、秩序が回復されるまで滑走を一時中

止させる。 

 i) 極度に寒い天候の場合に競技会を中止又は延期させる（下記４項c)も参照）。 

 j) スターター又は他の競技役員を交代させる。 

 

３．レフェリーは次の事項を裁決する： 

 a) スタート（規則第217条１項参照）及びフィニッシュラインにおけるジャッジの判定（規

則第220条１項参照）に関する事項を除き、なされたすべての抗議及び論争中の他の事項。 

 b) 抗議がなされない場合においても、ＩＳＵ規程の違反に関するすべての事項。 

 

４． 

 a) 選手権大会のある１日に距離の一つ（又は２回滑走すべき距離の最初のレース）が申し分

なく完了されていて、レフェリーの決定によって第２距離（又はレース）が翌日に延期さ

れた場合、完了した距離（又はレース）を再滑走しないものとする。 

   申し込んだすべての競技者がまだその距離（又はレース）を完了する前に、何かの理由に

より、レフェリーがある距離のレースを中断し、競技を翌日に延期しなければならない場

合、すべての競技者は翌日にその距離で再スタートしなければならない。 

b) ＩＳＵ選手権大会及びＩＳＵイベント（即ち、ワールドカップ競技会）に関して、レフ

ェリーは、競技会をその日の遅く又は翌日までレースを延期する理由として、-20℃（-４℉）

という気温要因を承認するものとする。風が実際の気温を低下させることにより凍傷の危

険を増加させるということを考慮することは重要である。 

 c) 不都合な天候又は他の異常な事態の場合に、レフェリーは、選手権大会を確実に完了する

ため、第３日目か第４日目に一つか両方のレースを延期することを決定できる。選手権大

会の組織委員会は、追加日数の宿泊費を支払うものとする（規則第137条 14項参照）。 

 

第２１７条 【スターターの義務と権限】 

 

1．スターターはタイムキーパーが準備できているという確認を受けた後、それぞれのスタート

ライン上に競技者を呼び出すことによりスタート手順に着手する。スターターは英語でスタ

ートの号令を与えるものとする（規則第 255条２項参照）。 

２．スタート手順の間、即ち、競技者がスタートレーンに着こうとしている瞬間からペア又はヒ 

 ートの有効なスタートが完了するまで、競技者はスターターの号令と管理下にある。 

 スターターは前述の期間スタート手順に関係するすべての紛争を裁決するものとする。 

 ただし、不正スタートを検知する装置が使用されている場合、例外が適用されうる。（規則 

  第 255条 1、2項参照） 

3．スターターは、ペア又はヒートでスタートする競技者がはっきりと見える位置に付くものと

する。 
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第２１８条 【トラックジャッジの義務】 

 

１．各カーブでコーナージャッジ及びフィニッシュ側ストレートを監察するジャッジは、競技

者によるレーシング規則のあらゆる違反を監視し、何らかの違反を察知した場合は速やかに

レフェリーに通知するものとする。 

 フィニッシュ側ストレートを監視するジャッジ(s)はトラックの外側に位置するものとする。

各カーブにジャッジ２名が指名された競技会では、それぞれ各カーブの入口と出口でトラッ

クの内側に位置するものとする。追加のコーナージャッジが利用できる場合には、第３ジャ

ッジは各カーブの入口でトラックの外側に位置するものとする。 

 

２．交差コントローラーは、内側トラックレーンの内側に位置し、一方のレーンから他方に交差

しようとする競技者の不正を監視するものとする。 

 

第２１９条 【ラップスコアラーの義務】 

 ラップスコアラーは、さらに滑走すべき周回数を明示しなければならない。最終回の始まりの

20～30ｍ手前で、ベルによる合図を競技者に与えるものとする。 

 

第２２０条 【フィニッシュラインジャッジの義務】 

 

フィニッシュラインジャッジは、どちらの競技者が勝者か、又は同着かを判定するものとする。 

この判定に対し上訴することはできない。ただし、規則第251条に従って自動計時が使用されて

いる場合、記録されたタイムにより、ペア又はレースにおいてどちらが勝者、又は同着かを決定

するものとする（規則第 265条も参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ．世界記録 

第２２１条 

 

１．【世界記録イベント】 

ＩＳＵは、以下の世界記録を登録する： 

 a)男子：500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍ、5000ｍ、10000ｍ距離別 

２x500ｍの総合結果（500ｍの最終結果が２レースの合計タイムにより決定される競技の

場合）、単一の競技会における４距離による総合得点 

   500ｍ、5000ｍ、1500ｍ、10000ｍのオールラウンド総得点 

   500ｍ、3000ｍ、1500ｍ、5000ｍのオールラウンド総得点 

   500ｍ、1000ｍ、500ｍ、1000ｍのスプリント総得点 

ナショナルチーム：８周のチームパシュート、３周のチームスプリント 

 

 b)女子：500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍ、5000ｍ距離別 

２x500ｍの総合結果（500ｍの最終結果が２レースの合計タイムにより決定される競技の

場合）、単一の競技会における４距離総合得点 

   500ｍ、3000ｍ、1500ｍ、5000ｍのオールラウンド総得点 

   500ｍ、1500ｍ、1000ｍ、3000ｍのオールラウンド総得点 

   500ｍ、1000ｍ、500ｍ、1000ｍのスプリント総得点 

ナショナルチーム：６周のチームパシュート、３周のチームスプリント 

 

 c)ジュニア男子：500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍ、5000ｍの距離 

２x500ｍの総合結果（500ｍの最終結果が２レース後の合計タイムにより決定される競技

の場合）、単一の競技会及における４距離による総合得点 

   500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、5000ｍのオールラウンド総得点 

   500ｍ、1000ｍ、500ｍ、1000ｍのスプリント総得点 

ナショナルチーム：８周のチームパシュート、3周のチームスプリント 

 

 d)ジュニア女子：500ｍ、1000ｍ、1500ｍ、3000ｍ距離別 

２x500ｍの総合結果（500ｍの最終結果が２レース後の合計タイムにより決定される競

技会の場合） 

単一の競技会における４距離による総合得点 

   500ｍ、1500ｍ、1000ｍ、3000ｍのオールラウンド総得点 

   500ｍ、1000ｍ、500ｍ、1000ｍのスプリント総得点 

ナショナルチーム：６周のチームパシュート、3周のチームスプリント 

  

２．【遵守すべき条件】 

ＩＳＵ理事会は、規則第 107条１、２、３、５、８、９項及び 12項に記載された競技会、又 

は認定条件がスピードスケート技術委員会により確認されているもので、正しく告知された国 

内選手権大会において、達成された結果のみを世界記録として認定する。 
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世界記録の認定のための一般条件： 

 a) 競技会のアナウンスメントが規則第 110 条に従って刊行されていなければならない。

（規則第 107条８項と９項にはっきり記述された）国際競技会及び国内選手権大会について、

競技会の詳細なプログラムを付けたアナウンスメントが、その競技会の少なくとも４週間前

にＩＳＵ専務理事によって受領されていなければならない。 

b) 滑走すべき距離とスタート時間がアナウンスメントに一致していなければならない。唯

一の例外は規則第 216条４項にしたがってなされた変更である。 

c) 規則第 228 条に与えられた条件により、トラックは 400ｍの標準スピードスケート・ト

ラックでなければならない。 

 d) 競技会のレフェリーは、当該シーズンのために規則第 121 条に定義されたＩＳＵレフェ

リーのリストに所属していなければならない。 

 e) 優先システムとしてフォトフィニッシュ装置を使用する自動計時が使用されていなけれ

ばならない（規則第 248条、第 250条及び第 251条参照）。 

 f) 主催するＩＳＵメンバーは、下記３項に記述された関係書類を付けたＩＳＵ世界記録申

請書を、遅くとも当該シーズンの５月１日までにＩＳＵ専務理事に提出しなければならな

い。提出された書類は、すべての適用される条件が満たされていることを確証しなければ

ならない。 

世界記録の承認に関する追加条件： 

 g) 既存の世界記録が、同一会場の競技で同日に二度以上破られた場合、樹立された最高記録

のみが世界記録として認定されるものとする。ただし、500ｍの最終順位が２つのレースの

合計タイムに基づいて決定される時、各500ｍレースは別の競技と見なされる。 

 h) 各距離で世界記録を樹立したスケーターは、その世界記録が認定されるには、レース当

日ドーピングコントロールの対象となり、陰性の検査結果を示さなければならない。 

 i) チーム競技については、その世界記録が認定されるには、各チーム少なくとも 2名のス

ケーターが、レース当日にドーピングコントロールの対象となり、陰性の検査結果を示

さなければならない。 

 j)  既存の世界記録が、同一会場の競技で同日に二度以上破られた場合、世界記録を樹立し

た上位 2 名のスケーターまたは上位 2 チームは、レース当日にドーピングコントロールの

対象として選ばれなければならない。 

 k)  女子 3000ｍと 5000ｍ及び男子 5000ｍと 10000ｍの世界記録は、ＩＳＵ選手権大会、ワ

ールドカップ競技会及び他のＩＳＵ競技会においてカルテットスタートで樹立されたタ

イムに関しても承認される。 

 l)  ジュニア女子3000ｍ及びジュニア男子3000ｍと5000ｍの世界記録は、ＩＳＵ選手権大

会、ワールドカップ競技会及び他のＩＳＵ競技会においてカルテットスタートで樹立さ

れたタイムに関しても承認される。 

 m)  ４距離にわたるオールラウンド複合における総合得点の世界記録は、競技会が最長３

日間以内で開催され、かつ各距離がＩＳＵ選手権大会で認められた順序で滑走された場

合にのみ認定される（規則第 201条２項と７項参照）。更に、各距離はアナウンスメント

で指示された順序で滑走されなければならない。 

 n) スプリント複合における総合得点の世界記録は、競技会が２日間で開催され、個々の距

離を各日１回のみ滑走し、２日目にスターティング・レーンを替えて滑走した場合（規

則第 242条参照）にのみ認定される。 

 o) 国内選手権大会において樹立された記録は、当該ＩＳＵメンバーによって国内記録とし

て認定された場合のみ、世界記録認定で考慮される。 

 

３．【提出及び発行すべき文書】 

大会主管ＩＳＵメンバーは、規則第 273条に従い、競技会の公式プロトコルの原本、トラック 

の証明書、使用された計時装置の証明文書、世界記録申請書式で指定された他の支持文書を、 

ＩＳＵ専務理事に提出しなければならない。 

現在の世界記録と同一記録を出し、上記２項に従いＩＳＵにより承認された結果を有する競技 

者名は、世界記録のＩＳＵリストに記載されるものとする。 

樹立された世界記録、又は世界記録同一記録に関して、ＩＳＵはスケーターに認定書を発行す 

るものとする。 

 

Ｆ．ワールドカップ 

第２２２条 【スピードスケート・ワールドカップ】 

 

１．男女のワールドカップは、スピードスケート技術委員会の責任の下にＩＳＵ競技会として組

織される。エントリーのプロセスに関しては、規則第208条 1.1項が適用されるが、ＩＳＵコ

ミュニケーションまたは大会アナウンスメントで示されている場合、異なる締め切りが適用

されうる。 

２．スピードスケート・ワールドカップとは、一連の国際競技会をいう。ワールドカップポイン

トが各競技会に与えられる。各距離、又は距離カテゴリーに関して、及びチーム競技に関し

て、ワールドカップ最終順位はシーズン中に競技しているスケーター又はナショナルチーム

が積算したワールドカップポイントによって決定される。ワールドカップシーズン中に開催

されたレースから到達された「グランドワールドカップポイント」の合計に基づいた、グラ

ンドワールドカップランキングが発行される。 

３．規則とプログラムは、ワールドカップに関する特別なＩＳＵコミュニケーションで発行され

る。 

 

Ｇ．競技者のスポーツ用具 

第２２３条 

 

１．【レーシングスーツと安全装備】 

 a) レーシングスーツは、スケーターの身体の自然な体型と一致するものとする。外形の挿入

又は取り付け或いは異なる体型を作り出す装置は認められない。薄さ最大0.5cmで、幅最大

2.5cm のストライプを永久的に付けることを除いて、付属品は許されない。傷害に対する保

護の目的で、競技者はレーシングスーツの内側にシンガードとパッド付ニープロテクショ

ンを装着することができる。競技者は、レーシングスーツの外側にヘルメット、ネックプ
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ロテクション、手袋、ミトンを着用することができる。ＩＳＵ競技会においては、(頭部の

自然な形状に沿った)通常の形状で、ショートトラックスピードスケートで承認された仕様

（規則第291条１項a）に準拠したヘルメットだけが許可される。 

ＩＳＵは、許可されるレーシングスーツと安全装備の使用に関する更なる詳細を発行する

ことができ、ＩＳＵコミュニケーション又はＩＳＵサーキュラーで告知するものとする。 

 b)  ＩＳＵ選手権大会とＩＳＵ競技会において、同一のナショナルチームのスケーター（同

一ＩＳＵメンバーによって申し込まれた競技者）は、同一のデザインで、国の名称、又は

ＩＳＵ公式略称を示したレーシングユニフォームを着用しなければならない。競技者名は

国名のそばに表示してもよい。(一般規定第１０２条６項を参照) 

 c) ＩＳＵ選手権大会、ワールドカップ競技会、その他のＩＳＵ競技会、冬季オリンピック競

技会において、同一ナショナルチームに所属する競技者のウォームアップスーツは、国の

名称、又はＩＳＵ公式略称を表示しなければならない。ＩＳＵ選手権大会、ワールドカッ

プ競技会、その他のＩＳＵ競技会において、スケーターの名前を国の名称の近くに表示し

てもよい。（一般規程第102条６項参照） 

 

２．【スケート】 

 a) スケートは、滑走技術を容易にすることを意図した脚の受動的な機械的延長である。スケ

ートは、競技中意図的に変化しない寸法をもつ素材でできたブレードとシューズからなり、

さらにシューズがブレードに接続した構造からなる。スケーターの安全を損なわない限り、

スケーターの身体的能力を最大限に利用するため、この構造はブレードに対するシューズ

の移動と回転を許容する。 

   スピードスケートの際に発生するすべてのエネルギーは、レース中のスケーターによる代

謝作用によるものであるという要件を侵す要素を、スケートは持たないこと。スケーター

とスケートとの間には、脚の下部と足の解剖学的な構造の他には接続はなく、スケートへ

のエネルギー、物質又は情報の伝達はない。特に、外的要因、又は人工的機構によって、

スケートのブレードを加熱することは認められない。 

 b) どんな種類の用具がスピードスケート競技に認められているかに関する混乱を避けるため

に必要と考えられれば、ＩＳＵは許容されるスケートの定義に関する更なる詳細を発行し

てもよく、それは後にＩＳＵコミュニケーション又はＩＳＵサーキュラーレターに告知さ

れるものとする。 

 

３．【装備規定違反】 

適切な又は必要とされる装備に関して、上記１.a)、２、及び規則第279条第 1、2、3、4

項を遵守しない競技者は失格となる。 

 

規則第224-225条は、今後のスピードスケート特別規程条文追加のため保留とする。 
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Ⅱ．スピードスケート競技技術規則 

 

Ａ．トラック 

標準スピードスケート・トラックの図面 
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標準スピードスケート・トラックの例 
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第２２６条 【競技トラックの境界表示】 

（特別規程の規則第203条と第204条参照） 

 

 競技レーンの境界表示に関して、ストレートとカーブの両方に、５cm 幅で、完全に着色さ

れたラインが用いられるものとする。 

 通常またインドアトラックでは常に、カーブの最初の 15ｍに 50cm 間隔で、カーブの残りの

部分に２ｍ間隔で、カーブにおけるレーンの境界表示はゴム製又は合成材質の（最大高さ５

cm の）可動性のブロックを含まなければならない。ブロックは着色されたラインの内側に接

するものとする。閉鎖状のコーン（高さ 20-26cm）が各カーブの入口に最初のブロックとし

て用いられるものとする。境界表示に視界のために必要と考えられる時は、ブロックが各ブ

ロック間 10ｍの距離で、ストレートの着色された境界表示ライン上に設置されてもよい。 

  屋外トラックでは、可動性ブロックの代わりに雪を用いてもよいが雪は凍っていてはならな

い。スノーラインは交差ストレートを除き競技トラック全体に設置するものとする。 

レフェリーは、境界表示が規則に適合しているかどうかを決定する。 

 

第２２７条 【トラックのレイアウト】 

１．【測 定】 

トラックは、測定のために派遣された資格を有する測量士によって、固定されたすべてのスター

トラインとフィニッシュラインの正しい位置で、測定されなければならない。測量士によって署

名された証明書は、競技会の開始前にレフェリーに手渡されるものとする。このプロトコルは１

年毎に資格のある測量士によって再確認されない限り、１年間のみ有効である。 

 

トラックの測定は、内側の縁の外側50cmで行われるものとする。 
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２．【スタートラインとフィニッシュライン】 

スタートラインとフィニッシュラインは、ストレート又はその延長上に直角に引かれ、幅５cm 

以内の着色されたラインによって表示されていなければならない。 プレ-スタートラインは、 

スタートラインの手前２ｍに設定されるものとする。フィニッシュライン前の最後の５ｍにつ 

いては、１ｍごとのラインがはっきりと表示されるものとする。（38ページの図参照） 

 

標準 400ｍトラックにおいて、全距離のスタートラインとフィニッシュラインは、フィニッシュ 

側ストレートに直角とする。1000ｍのフィニッシュラインは、フィニッシュ側ストレートの中 

央に、スタートラインはそれに準じて設定されるものとする。 

チームパシュートレースとチームスプリントレースでは、スタートラインとフィニッシュライン

はストレートの中央に設定される。他のすべての距離に関して、フィニッシュラインはフィニッ

シュ側ストレートの終りに向かって設定されるものとし、スタートラインはそれに準じて設定さ

れる。（38ページの図を参照） 

他のトラックにおいて、スタートラインとフィニッシュラインは、スタート、フィニッシュの 

いずれもカーブにかからないように設定するものとする。 

 

３．【コーチのエリア】 

コーチのために、交差ストレートに特別に表示された区域を設定するものとする。コーチエリ 

アはトラックの外側の縁から１ｍに引かれ、幅２cmのラインにより表示されるものとする。 

ラインはカーブ出口から 25ｍに始まり、交差ストレートを通り次のカーブ入口 10ｍ前までと 

する。チームパシュートレース中、各チームのコーチエリアは各チームがスタートする反対の 

ストレート上とする。スタート手順の間、コーチはスターター及び競技者のスタートラインから 

少なくとも20ｍ離れていなければならない。 

 a) 1000ｍ以下の距離に関して、及びカルテットスタートによるレースに関して、各競技者

につき最大 1名がコーチエリアに入ることができる。カルテットスタートでない長い距離

に関して、及びチームパシュートレースに関して、各競技者又はチームに最大２名がコー

チエリアに入ることができる。マススタート及びチームスプリントレースにおいては、コ

ーチはコーチエリアに入ることはできない； 

 b) フォトフィニッシュとテレビカメラのフィニッシュラインの視界を確保するため、コー

チはチームパシュートレース中、フィニッシュラインエリアを通過してはならない。 

 c) 競技中（レースが行われている間）コーチはウォームアップレーンでスケーターに同行

することは許されない。 

 

第２２８条 【スケーターの安全を確保する措置】 

 

１．【事故を回避する措置】 

事故に対してスケーターの安全を確保する措置が講じられなければならない。レフェリーは競技

開始前にそのような措置を確認し承認しなければならない。ウォームアップや練習の際、スケ

ーターとコーチは、事故のリスクを軽減するよう意識して行動する責任を持つ。 

 

 

２．【防護措置－全ての競技会のための最低要件】 

滑走トラックとレーシングレーンの境界を固定された杭によって示すことは認められない。恒 

久的に設置するものは、スケーティングトラックの内側のエッジから少なくとも３ｍ離れてい 

なければならない。 

スピードスケート競技会の組織者はスケーターがスケーティングトラック(レーシングレーン 

とウォームアップレーン)の内側に留まることができない状況での事故に対して十分な防護を 

用意するものとする。屋外トラックでは、雪が凍っていないという条件のもと、保護のため雪 

を使用してもよい。適切な質の雪が充分に無い場合、以下の最低要件を備えた防護マット（パ 

ディング）の使用が義務づけられる： 

 a) 使用されるマットのデザインと素材は、スケーターがパディングに衝突した時、十分な

吸収効果をもたなければならない。 

 b) パディングの表面は防水素材で、切れにくいものでできているものとする。 

 c) 防護マットは少なくとも高さ 80cm、少なくとも厚さ 30cm あるものとする。 

  d) マットはカーブと各カーブ出口から少なくとも 20ｍのストレートまで、使用しなけれ

ばならない。 

 e) スケーティングトラックの内側エッジから３ｍ以内にある固定障害物（例：フェンス、

ベンチ、ポール）は、十分なパディングで防護しなければならない。 

 f) スケーターがパッディングに衝突した場合、その固定方法が著しい負傷を引き起こすこ

とがないような方法で固定しなければならない。 

 

３．【ＩＳＵイベントとオリンピック冬季競技大会の防護措置】 

ＩＳＵ選手権大会、他のＩＳＵ競技会及びオリンピック冬季競技大会の組織者は、上記２項に 

記述された最低限の措置を超えた防護を準備しなければならない。これらの競技会の組織者は 

ＩＳＵスポーツディレクター又は競技会のＩＳＵ代表/技術代表が、提案された解決法を検討 

するための相応な時間的余裕をもって、関連する技術的又は科学的なテスト結果を含む、既存 

又は計画された安全設備の技術的詳細を提出しなければならない。 

  以下の条件とガイドラインが遵守されなければならない： 

 a) マットは長方形又は梯形（不等辺四辺形）、又はスケーターの適切な防護を準備するの

みふさわしいと立証されている他の形状、のいずれかであること。適切な防護の質（跳ね

返り効果を減少させる衝突の吸収）が技術的/科学的テストを通じて立証され得ることを

条件に、マットは異なる密度、又は他の素材又は溶解をもつ複数の泡の層で、構成されて

いてもよい。 

 b) 防護カバーは研磨されてない、弾力のない防水素材で構成されるものとする。屋外リン

クでは、水と雪がマットの内側構造に達することを避けるように適合していなければなら

ない。重なり合う Velcro 帯は滑らかな外部表面を提供するようにマット間の継ぎ目を覆

うものとする。 

 c) 防護マットは少なくとも厚さ 60cm あるものとする。観客に対して十分な視角を与える

ために、最小の高さは 100cm とし、120cmを超えるものとしない。 

 d) 防護マットはストレートの全長及びカーブに使用されていなければならない。 

 e) スケーティングトラックの内側エッジから３ｍ以内にある固定障害物（例：フェンス、

ベンチ、ポール）は、十分なパディングで防護しなければならない。 
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 f) パディングは、転倒したスケーターが衝突でマットの下に潜ることを制止するように固

定されていなければならない。マットが氷上に置かれている場合に、パディングの下に障

害物又は鋭い角がない滑らかな氷表面が保障されていなければならない。パディングの動

きを制御するために用いられるベルト又は他のシステムが適当な位置にあり、連続的に制

御されていなければならない。カーブのパディングをしっかり留めるための支柱の使用は

避けるものとし、又は支柱に応用された追加の適切な防護により少なくとも最小限に減ら

されるものとする。 

 g) 上記 a)から f)に示された適切な防護は公式トレーニング期間中にも設置されていなけ

ればならない。 

 

 適切な安全措置に関する更なる詳細はＩＳＵコミュニケーションに及び/又は関連するＩＳ

Ｕメモランダムにいつでも与えられる。上記明細書は、国際競技会及び他のハイパフォーマ

ンス・スピードスケート競技会の組織者のためのガイドラインとしても考慮されるものとす

る。 

 

第２２９条 【ＩＳＵ競技会及び冬季オリンピック競技会における製氷手順】 

 

【ＩＳＵアイスコミッション】 

ＩＳＵ競技会におけるＩＳＵアイスコミッションは、レフェリーとスピードスケート技術委

員会代表（又は、技術委員会代表がいない場合は別のＩＳＵ代表）又はＩＳＵ技術代表によ

って構成するものとする。アイスコミッションはアイスリンクのテクニカルエキスパートと

協議の上、参加者に平等な条件を提供するよう整氷手順を決定するものとする。 

その製氷手順はオープニングドロー前のチームリーダーズミーティングで、チームリーダー

に通知する。スタートリスト発表時、詳細な製氷スケジュールチームリーダーに提供される。

(規則第216条 1f)を参照) 

ＩＳＵアイスコミッションは、発表された製氷スケジュールを変更する権利を持つ。その場

合、変更内容と改訂スケジュールを速やかにチームリーダーに通知する。 

 

【アイス・テクニカルエキスパートからの情報】 

アイスリンクのアイス・テクニカルエキスパートは、整氷スケジュールの決定と、競技中の全

ての段階での氷とレースの状態のモニターに関するあらゆる情報を、ＩＳＵアイスコミッショ

ンに提出しなければならない。これは、競技中の氷温と気象条件に関する統計資料は勿論、異

なる観客収容下で、異なる気候と気象条件（気温、氷温、気湿、雪、風力、気圧など）下での

整氷手順に関する過去のデータ、整氷中に使用される水の質と量（温度、化学的添加物等）を

含む。 

 ＩＳＵアイスコミッションは、上述されたデータを準備する装置又はシステムに直接アク

セスの機会を与えられるものとする。インドアトラックにおいて、アイス・テクニカルエキ

スパートは、レース中いかなる時にも風又は気流の状態に関する情報を提供しなければなら

ず、競技トラックのレベルにおける気流の違いによる不平等な状態を避けるためトラックの

換気システムを調整する責任を持つ。 

 

 

Ｂ．競技会の組織 

 

第２３０条 【選手権大会のアナウンスメントと運営】 

（一般規程第129条<別冊ＩＳＵ一般規程>参照） 

 

第２３１条 【ＩＳＵ選手権大会中の通達】 

（一般規程第132条参照） 

 

第２３２条 【アナウンスメントの期日と内容、補足事項】 

（一般規程第110～112条参照） 

 

第２３３条 【アナウンスメントの遅延】 

（一般規程第113条参照） 

 

第２３４条 【競技会期日の延期、アナウンスメントの取消し】 

（一般規程第114条参照） 

 

第２３５条 【エントリー、ニックネーム/通称、追加エントリー】 

（一般規程第115条参照） 

 

第２３６条 

（予備） 

 

第２３７条 【競技会の成立】 

（一般規程第118条参照） 

 

第２３８条 【ＩＳＵ選手権大会での費用、スケーターと役員への費用の補償】 

（一般規程第137条参照） 
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Ｃ．抽選手順 

第２３９条 

 

1．【アナウンスメントと抽選に関する公開会議】 

当該競技会の開始前、組織委員会は最初のドローの会議を開催する責任がある。この会議に

おいて、競技者のエントリー、競技スケジュール、主要な競技役員の氏名、スタート順、競

技初日のスタートリストが通知される。 

 

２．【ＩＳＵ選手権大会と他のＩＳＵ競技会の抽選】 

2.1. 

a)ＩＳＵ競技会において、レフェリーは、最初のドローの前にチームリーダーズミーティン

グを開催するものとし、競技会に参加者を申し込んでいる各ＩＳＵメンバーは、チームリ

ーダーズミーティングに出席することが求められ、指定した 1 名のみのチームオフィシャ

ルを代表者とする。 

ｂ) 最初のドローの前のチームリーダーズミーティングにおいて、チームリーダーは、棄権

又は補欠のエントリーがある場合はレフェリーに通知するものとし、競技会の最終エント

リーが確定される。レフェリーは、その後、ドローのための競技者のグルーピングやスタ

ートリストの組み合わせを提示してもよい。 

  c) ＩＳＵ競技会では、最初のドローは、大会初日の前日に開催されるものとする。 

  ｄ) 以降の競技日について、チームリーダーは、組織委員会が発表した手順、締め切りに従

い、さらなる棄権、補欠のエントリー、チーム競技の競技者をレフリーに通知する義務を

持つ。 

2.2. 

a) 各競技者には、抽選、リザルトのリストに使用するため、参照ナンバー(スターティン

グ・ナンバー)が割り当てられる。 

 b) レフェリーは、組の抽選を行う。出席者が参加し手動の手順によって実施、又は該当する

スターティング・ナンバーの中で無作為抽選を行うようにプログラムされているコンピュ

ーターによって(コンピュータードロー)実施してもよい。 

 c) 以降の競技日において、スタートリストの構成や組の抽選は、組織委員会が任命したスポ

ーツエキスパートの立会いのもと(規則第 210 条 1ｋ)、また(ＩＳＵ競技会の際は)ＩＳＵ技

術委員会の代表の監督のもとレフリーによって実施される。 

 

2.3. どちらの競技者がインレーンとなるか、アウトレーンとなるかは、次の方法で決定され

る： 

 a) 組の構成が抽選によって決定される時は、その組で最初に抽選された競技者がインレーン

(チーム競技の場合はフィニッシングストレート)でスタートするものとする。 

 b) 組の構成が先に行われた距離又は競技において得られたランクに基づいている時は、上位

にランクされた競技者を最初に組に配置し、インレーンでスタートするものとする。 

 

 

 

 

 

 

ただし、競技会の規則が、同一国の二人の競技者は、同組で滑走しないと定めている場合は、

規則241条3ｂ)が適用される。同一距離を2度滑走してリザルトを決定する競技における2レ

ース目に関しては、規則第242条 2項を参照。 

 c) 抽選が行われた後で競技者がスタートを棄権し、この棄権のために幾つかの組が再編成さ

れる場合、規則第245条３項と４項を適用する。 

 

 

第２４０条 

【世界オールラウンド選手権大会、ヨーロッパ選手権大会及び世界距離別選手権大会の抽選】 

 

１．【世界オールラウンド選手権大会の最初の抽選】 

世界オールラウンド選手権大会における最初の２距離を抽選する際、競技者は当該距離につ

いて認定された自身の最高出場資格タイムに基づいて、３つのグループに配分されるものと

する。 

   グルーブⅠ：出場資格タイムの上位８位にいる競技者 

   グルーブⅡ：出場資格タイムの９－16位にランクされた競技者 

   グルーブⅢ：残りの競技者 

  グルーピングは、第１距離の抽選については 500ｍの出場資格タイムに、第２距離について

はそれぞれ 3000ｍ、5000ｍの出場資格タイムに基づく。スピードスケート技術委員会は、出

場資格タイムの認定とグルーピングを決定するタイムランキングリストの認定に責任がある。

タイムランキングリストで８位又は 16 位にタイがある場合、競技者がどのグループに属する

かは抽選によって決定されるものとする。 

 

同一グループに属する競技者は、規則第 239 条 2、3 項に従い、スターティング・ナンバーで

抽選し組み合わせが決定される。グルーブⅢから最初に抽選された２名の競技者は、当該距

離の第１組となる。ただし、申し込まれた競技者の数が奇数の場合、グルーブⅢから最初に

抽選された競技者は、第１組で独走とする。グルーブⅢの抽選後、グルーブⅡの順で続ける

こととする。 

 

２．【世界オールラウンド選手権大会のその後の抽選】 

 a) 第 3距離においては、組の編成は２距離後の合計得点のランキングに基づく。複数競技者

の合計得点が同点の場合、最初の距離のタイムが良い方の競技者が上位にランクされる。 

 b) 組のスタート順は、競技者のランキング順とは逆になる：２距離後に１位、２位にランク

された競技者は最終組、３位、４位にランクされた競技者は最終の前の組という順で滑走

する。 
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３．【世界オールラウンド選手権大会の第４距離への出場資格】 

a) 第４距離においては、８名の競技者のみがスタートするものとする。出場資格を得る競技

者の選考は、３距離後の上位 16 位にランクされたスケーターで行われ、２つの異なるラン

キングリストに基づく：３つの滑走距離の最長距離（女子 3000ｍ、男子 5000ｍ）の最終順

位及び３距離後の合計得点の最終順位。   

これらのランキングリストの両方で上位８位にいる競技者は、直接第４距離への出場資格

が与えられる。これらのランキングリストの一方でのみ上位８位に位置するスケーターの中

から、次に出場資格を得るのは２つのリストのいずれかで最もよいポジションをもつ競技者

である。 

  ２名のスケーターが２つのランキングリストで同一ポジションを有する場合は、３距離後の

合計得点における最終順位にいる競技者が、２名のうちで最初に出場資格を得る。２名の

競技者がランキングリストの一方で同一ポジションを分け合う場合、他のランキングリス

トでより上位の競技者が最初に出場資格を得る。 

 b) 最終距離の組の編成に関して、各グループで競技者数が同じになるように、競技者は２つ

のグループに配分される。３距離後に最良のランクを有する競技者はグループ１に配分さ

れ、残りの競技者はグループ２に配分される。何人もの競技者が合計得点でタイの場合、

滑走した３距離の最長距離においてより良いタイムをもつ競技者がより上位にランクされ

ると考えられる。 

各グループ内で、競技者はすでに滑走した３距離の最長距離におけるランクにしたがって

組み合される。その結果、この距離で最良のランクを有する競技者はこの距離で２番目に

良いランクを有する競技者と組み合され、インレーンでスタートすることになる、等々。 

c) 組のスタート順は、下記の方法により、各グループ内で、３距離後の合計得点のランキン

グに基づくものとする： 

- 最上位にランクされる競技者は最終組でスタートするものとする。 

   - ２位にランクされる競技者が最上位にランクされる競技者と組合わされていない場合、

この競技者は最終組から２番目の組でスタートするものとする、等。 

   - グループ２の組はすべてグループ１の組の前にスタートするものとする。 

 d) 第４距離で競技する権利を有する1名または複数のスケーターが抽選後に棄権するような

場合、上記 a)項に記された基準に従い、次に出場資格を有するスケーターに置き換えるこ

とができる。必要な場合、次に出場資格を有するスケーターを決定するため、個別のラン

キングリストの上位8名に続く順位を考慮してもよい。 

 

４．【ヨーロッパ選手権大会と地域予選競技会】 

ヨーロッパ選手権大会における抽選は、世界選手権大会の該当規則に従い同一の競技フォー

マット(規則第240条 1～4項、規則第240条 5項又は規則第242条)で実施するものとする。 

 

５．【世界距離別選手権大会】 

a) 組の抽選において、競技者は規則第208条 2項に定義されたように、当該競技の特別資格

取得ランキングリスト(ＳＱＲＬ)の個人ランキングに基づき、グループ分けされる。その

後、ＳＱＲＬ競技会の結果を持たない競技者は、認定されたそれぞれのベスト資格取得タ

イムに従ってランキングされる。 

b) 参加者の完全なランキングリストが確定した後、競技者はそれぞれ６名のグループに配

分される。ただし、最終グループ(最下位ランクのスケーター)は、６名未満のこともある。

上位６位にランクされた競技者のグループから、最後の３組を抽選するものとする。参加

者数が奇数の場合、第１組は独走とする。 

c) チームレースに関して、レース（ヒート）の順序と構成は、開催された資格取得競技会

からの参加チーム（ＩＳＵメンバー）のＳＱＲＬランキングに基づく(規則第 208 条２項参

照)。上位４位にランクしたＩＳＵメンバーのチームは最終２ヒートの編成のため抽選され、

残りのチームは最初の２ヒートを編成するため抽選されるものとする。 

ｄ) マススタート競技は、以下の規定に従い、ＩＳＵ技術規定第 253 条 4 項 b)に基づき開催

される： 

ⅰ)競技者は、ＳＱＲＬの個人ランキングに基づいてシードされる。競技者は、シードの序列

が上の競技者を第1列目とし、各列6名でスタートラインに整列する。 

 

第２４１条 【オリンピック冬季競技大会の抽選】 

 

１．オリンピック冬季競競技大会におけるスタート順の抽選は、距離ごとに実施するものとする

（規則第223条参照）。 

２．a) 各抽選に関して、当該競技について規程第 209 条に定義されたように、特別なオリン

ピック出場資格取得順位（ＳＯＱＣ）の自身の個人ランキングに基づいて、競技者はグルー

プに配分されるものとする。ＳＯＱＣからの結果がない競技者は、自身の認定された最高出

場資格タイムにしたがって、その後にランクされる。 

 b) 個人ランキングに基づき、エントリーした競技者は４つのグループに配分される： 

 

 グルーブⅠ：上位６位にランクされた競技者 

     グルーブⅡ：７－１２位にランクされた競技者 

     グルーブⅢ：１３－１８位にランクされた競技者 

     グルーブⅣ：１９－２４ 

グループⅤ：残る競技者 

 

   ただし、女子5000ｍと男子10000ｍに関して、各グループは競技者４名になる：上位４位

にランクされた競技者がグルーブⅠに、次の４名がグルーブⅡに属する。 

 c) ＳＯＱＣランキングリストにタイがある場合、グルーピングに必要であれば、当該競技

者間の内部ランキングは、抽選によって決定される。 

 

３．a) 同一グループに属する競技者は、スターティング・ナンバーを抽選することにより、

一緒に組み合わされるものとする。組のスタート順は以下のようになる：グルーブⅤから最

初に抽選された２名の競技者は、当該距離では第１組になる。ただし、申し込まれたスケー

ター数が奇数の場合は、グルーブⅤから最初に抽選された競技者が第１組で独走するものと

する。グルーブⅤが抽選された後、グルーブⅣが続く。 

  b)  同一のＩＳＵメンバー/ＮＯＣ（国）を代表する競技者２名は、オープンドローが行わ

れる場合に、グループにおける競技者の過半数がこのＩＳＵメンバー/ＮＯＣを代表しな
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い限り、同一組でスタートしないものとする。よって、次のようなシナリオに対応する

必要がある： 

  ⅰ)  組の第２のスケーターが抽選される瞬間に、一カ国からの残りの競技者の数が（グ

ループの）残っている組数より多い。その後抽選は次のように続けるものとする： 

∘ 次に抽選されるスケーターが当該国からでない場合、抽選された競技者はスタート

リストで次に利用できる位置に移動される（例えば、次の組のインレーンに）。 

∘ この手順は、同じ状況が後の組で他の国に起きないことを注目しながら、当該国か

らの競技者が抽選されるまで繰り返される。起こる場合は、その後スタートリスト

で次に利用できる位置に移動されなければならない。 

  ⅱ)  組の２番目に抽選された（又は移動した）競技者は同じ国から最初に抽選された競

技者である。その後上記ⅰ)に記述されたような潜在的な状況を注目しながら、競技者

はスタートリストで次に利用できる位置に移動される。 

 

４．チームパシュート競技は、選考段階(準々決勝、準決勝、決勝及び他の順位決定レース）

を経て開催され、決勝レースがオリンピック競技会の金、銀メダルを決定する。各段階にお

いて、次の段階に進む前に女子男子の前段階のレースを完了するものとする。 

a) 準々決勝(ＱＦ)は、タイムトライアル方式で滑走され、競技するチームのタイムランキ

ングは、チームが記録したフィニッシュタイムによって決定される。ヒートで、あるチーム

が他のチームに追い抜かれた場合も、このタイムランキングで結果を得るためには、両チー

ムともレースを完走しなければならない。同タイムの場合(複数のチームが同記録)、ＳＯＱ

Ｃランクが上のチームが上位となる。準決勝(ＳＦ)、決勝、他の順位決定レースは、規則第

261条１e)項に従い、敗退方式で実施される。  

b) 準々決勝のヒートの構成は、エントリーしたチームの間のオープンドローで決定される。  

c) 準々決勝の記録上位４組が準決勝へ進む；５位、６位のタイムのチームが C決勝、残る

２チームが D 決勝に進む。準々決勝で最速のチームが、ＱＦ(１)、2 番目のチームをＱＦ

(２)という順で決めていく。準決勝は次のように実施される： 

準決勝第 1レース、ＳＦ１： ＱＦ(１) 対 ＱＦ(４) 

準決勝第２レース、ＳＦ２： ＱＦ(２) 対 ＱＦ(３) 

 

d) 準決勝終了後、準々決勝で次の出場資格を得られなかった４チームが、最終順位５－８

位を決めるため順位決定レースで滑走する。最初に、準々決勝で最も遅い記録の２チーム

が、最終順位７位と８位を決定するＤ決勝を滑走する。その後、最終順位５位と６位を決

定するためのＣ決勝が、準々決勝の記録がより速い敗者２チーム間で実施される。 

e) 各準決勝の勝者は金と銀メダルを競うＡ決勝へ進出する。準決勝の敗者は銅メダルを競

うＢ決勝で競技する（敗者は４位となる）。Ｂ決勝が最初に実施される。 

 f) 準々決勝は、それぞれのチームパシュートの競技初日に実施される；準決勝と全ての決

勝は(順位決定レースを含め)、翌日に実施される。 

 

５．マススタートは、敗退方式(準決勝)で実施され、そこで競技者は、決勝と順位決定戦の出

場資格を得る。 

 a) 準決勝２レース(ＳＦ１とＳＦ２)の構成は、以下のように、エントリーした競技者のＳ

ＯＱＣランクに基づく： 

  ・最上位ランクの競技者は、ＳＦ１、２位、３位の競技者がＳＦ２、４位、５位の競技者

がＳＦ１のように続く。 

  ・ただし、各準決勝レースには、同一ＩＳＵメンバー(ＮＯＣ)からは最大 1名の競技者と

する。同一国の２番目のランクの競技者は、この国の最上位の競技者とは異なる準決勝に

入れなければならない。 

  ・競技者がＳＯＱＣランクを保有していない場合は、競技に参加しない同一国のスケータ

ーの中でＳＯＱＣランクが最上位の者と同じＳＯＱＣランクとみなす。 

 ｂ) 各準決勝からの最上位 8 名が、マススタート決勝の出場資格を得る。決勝では、競技

者には以下のようなヘルメットカバー番号を与えられる：ＳＦ１の勝者が１、ＳＦ２の勝

者が２、ＳＦ１の第２位が３、ＳＦ２の第２位が４...   

 

 

第２４２条 【ヨーロッパ選手権及び四大陸選手権大会の抽選】 

 

ヨーロッパ選手権、四大陸選手権大会の抽選は、世界選手権の同一競技に該当する規則に従っ

て実施される（規則第２４０条１-４項、第２４０条５項を参照）。 

 

第２４３条 【世界ジュニア選手権大会の抽選】 

１．組の抽選に関して、競技者は、自身の認定された最高資格取得タイムにしたがってそれぞ

れ競技者８名ずつのグループに分けられる。最高位にランクされた競技者のいるグループの

組が最後に滑走する。同じＩＳＵメンバーを代表する競技者は、同一組で競技しないものと

する(規則第241条 3項を参照)。 

 

２．カルテットスタートは女子3000ｍと男子5000ｍで用いられるものとする。 

 

３．チームレースに関して、チームは、距離別1500ｍ(チームパシュート用)、距離別1000ｍ(チ

ームスプリント用)において当該ＩＳＵメンバーの第２位の競技者のランクに基づいて、シード

されるものとする。最上位にシードされた２チームが最後に滑走する。 

 

４．マススタート競技はＩＳＵ技術規定第 253 条 4b)に基づき実施される。最終順位は、規則第

265条 6項に従い決定される： 

 a)この競技の最大競技者数は 30 名とする。30 名以上のエントリーがある場合は、1500ｍにお

ける各ＩＳＵメンバーのスケーターのランクに基づいて、エントリー枠がＩＳＵメンバーに

割り当てられる(それぞれに対し最大 2 名の競技者)。まず 1500ｍに競技者をエントリーす

る全てのＩＳＵメンバーに1名の枠が割り当てられる。二人目の枠は、各ＩＳＵメンバーの

2番目に早いスケーターの1500ｍでのランクに従って割り当てられる。 

 b)競技者は、ランダムドローに基づき、スタートラインに1列 6名で整列する。 
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第２４４条 【国際競技会の抽選】 

 

１．国際競技会において、組織委員会はスタート順の抽選に使用される番号を各競技者に与える。 

２．スタートリストの構成は、エントリーされたスケーターのレベルに基づき、組織委員会の裁

量で決定する。 

a) 組分けは、スケーターのランキングに基づいて決定する（例：認定されたベスト出場資

格タイム、パーソナルベストタイム、その他のシーディングランキング）。ランク最下位の

競技者が、１組で滑走する。 

ｂ) 抽選のため、競技者を４名か６名か８名のグループに分ける。規則第２４０条１項、第

２４１条2.ｂ)項、第２４３条1項を参照。 

ｃ) 抽選のため、競技者を２または３のグループに分ける。 

ｄ) または、上記いずれかの組合せ。 

このように編成されたグループの競技者数が奇数となった場合、スターティング・ナンバー

が最後に抽選された競技者は、次のグループから最初に抽選された競技者と滑走するものと

する。競技者数が奇数のため、競技者が残された場合、最下位にランクされた競技者のいる

グループで独走する。 

 

【１つの賞を授与する競技会の組の抽選と編成】 

３．競技会が２距離に1つの賞を授与する場合、組の編成は両距離について抽選によって決定さ

れるものとする。 

４．競技会が３距離に１つの賞を授与する場合、組の編成は滑走すべき第１距離についてのみ抽

選によって決定されるものとする。 

  第２距離に関して、競技者は第１距離で得えられたランクにしたがって組み合わされる。

第３距離に関して、競技者は２距離後の合計得点における自身のランクにしたがって組み合

わされる。 

  第２距離と第３距離に関して、組のスタート順は競技者のランキング順とは逆になるもの

とする（規則第240条３項と４項参照）。 

５．競技会が４距離に１つの賞を授与する場合、組の編成は最初の２距離について別々に抽選に

よって決定される。 

  第３距離と第４距離に関して、組の編成は規則第240条３項と４項により決定される。例外

的に、８名以上の競技者が第４距離でスタートすることもある。 

６．５００ｍ２回、１０００ｍ２回のスプリント競技会では、規則第２４０条４項が適用される。 

 

 

第２４５条 【抽選後の棄権、補欠のエントリー】 

 

１． 補欠無しでのスタート順の組み直し 

a) 抽選後、競技者が棄権した場合、その競技者の前の組の全ての同じレーンのスケータ

ーは、空いた枠へ順次繰り上がり、初めに抽選で決められたレーンを維持して組を結成す

る。 

b) この組み直しの結果、2 名以上の競技者が、独走となった場合は、これらのスケーター

で組を結成する。前の組の競技者が、後の組の空いた枠に入ることになる。 

２． 補欠ありでのスタート順の組み直し 

 a) 競技者が、抽選が行われた後に病気のためある距離に出場できない場合、その競技者を

補欠に置き換えることができる。競技会に一定の出場資格基準が設定されている場合、病

気の競技者を置き換えることができるのは、これらの基準を満たしている補欠のみである。 

ただし、競技会が数距離に1つの賞を授与する場合、補欠は第１距離のスタートの前にのみ

エントリーすることができる。 

 b) 1 項に記載のような組み直しが適用された後、棄権したスケーターの補欠は、空いた枠に

入れられる。 

 

３．他の組に移動させられる競技者は、当該距離の予定スタート時間の少なくとも 30 分前まで

に告知されなければならない。 

 

４．単一の賞を授与する複数距離の競技の競技者が、距離の抽選後、その距離を棄権する場合、

当該競技者は、この距離及び他のいかなる距離にも再びエントリーすることは許可されない。 

 

第２４６条 【スタート順の調整】 

 

 単一の賞を授与する複数距離の競技において、競技者は、レースとレースの間に少なくとも

30 分の休憩時間をもつ権利を有する。必要ならば、レフェリーは必要とされる休憩時間が確

保できるように、組のスタート順を調整してもよい。 

 

Ｄ．計  時 

第２４７条 【自動計時と手動計時】 

 

１．計時には２つの方法、（規則第 251条に記載される）自動計時と（規則第 250条に記載さ

れる）手動計時が存在する。 

２． 

 a) 手動計時手順（規則第 250 条参照）が適当な位置に置かれなければならない。ただし、

２系統を超える独立した自動計時システムが使用されている場合、手動計時手順は要求

されない。 

 b) 自動計時システムが使用されている場合、手動計時手順の目的は自動計時システムが部

分的に又は全体に失敗した場合にバックアップとして確定されることである。（規則第

251条５項参照。） 

 

３．オリンピック冬季競技大会、ＩＳＵ選手権大会、ワールドカップ競技会、地域予選競技会

及び他のＩＳＵイベントについては、自動計時手順（規則第 251条参照）が適切に配置され

なければならない、規則第 251条２項 d）も参照。 
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第２４８条 【時 計】 

 

１．自動計時システムについては、システムの信頼性と精度を記述している証明書(毎年発行さ

れた)が競技会前にレフェリーに提出されるものとする。そのような証明書は最大３ヶ月間有

効である。 

２．手動計時については、デジタル電子時計のみが使用されるものとする。レフェリーの要求に

より、これらの時計が良好な作動状態であることを記載する時計製作者の証明書が作成され

るものとする。 

３．使用される全ての時計は少なくとも１/100 秒の精度をもつタイムを計測し、表示する機能

をもたなければならない。 

 

第２４９条 【公式タイム】 

  

 レフェリーが計時プロトコルに署名した時をもってタイムは公式と考えられる。公式タイム

は論議されない。 

 

第２５０条 【手動計時手順】 

 

１．チーフタイムキーパー、タイムキーパー３名及び補助タイムキーパー１名が任命されなけ

ればならない。 

  チーフタイムキーパーは、タイム記録員１名により補助されるための選択権を有する。 

 

２．タイムキーパーはフィニッシュラインに位置し、スターターによる発砲からの煙火又は閃光

が目に見える瞬間にその時計をスタートさせるものとする。霧、降雪、暗い時等の場合にのみ、

タイムキーパーはスタートラインに位置し、発砲の瞬間にその時計をスタートさせるものとす

る。各タイムキーパーは、１つの時計のみを使用するものとする。 

３．タイムキーパーはその組の両スケーターのタイムを個々に独立して計時するものとする。 

 

４．各レースの終了時に、チーフタイムキーパーは、時計を一貫した順序（例えば、第１位の

競技者の第１、第２、第３時計、次に２位の競技者など）で読み、そのタイムが正しく記録

されることを観察するものとする。１名又はそれ以上のタイムキーパーが何らかの理由によ

りタイムを計時していなかった場合にのみ、補助タイムキーパーによって計時されたタイム

が記録されるものとする。 

 

５．各タイムキーパーのタイムは、１/100 秒の精度で記録されるものとする。使用される時

計が１/1000 秒のタイムを表示する場合、１/100 秒を超える精度を表示するいかなる数字も

無視されるものとする。 

 

６．チーフタイムキーパーの監督の下に、各スケーターの公式タイムが決定され、以下のとお

り計時プロトコルに記録される。 

 a) ２個の時計が同一タイムを示し、３個目が異なるタイムを示す時は、一致しているタイ

ムが採用されるものとする。 

 b) すべての時計が異なるタイムを示す時は、中間の時計のタイムがリザルトとして採用さ

れるものとする。 

 c) タイムキーパー２名が何らかの理由によりタイムを計時していなかった場合、他の２個

の時計の平均タイムがリザルトとして採用されるものとする。平均タイムが１/100 秒の

倍数でない場合、低い方の数字の１/100秒が採用される。 

 d) 組の競技者間の差が５ｍ未満の時、フィニッシュラインジャッジは、フィニッシュライ

ンを勝者が通過した瞬間の 2 名の競技者間の距離を、手動計時のチーフタイムキーパー

に報告するものとする。組の第 2 位の競技者のタイムは、フィニッシュラインジャッジ

の同意のもと、チームタイムキーパーによって決定される（規則第 220条参照）。 

 

７．（手動計時手順に従って）競技者の公式タイムを決定する際、上記６項に従って記録され

た手動タイムに 20/100秒が加算されるものとする。 

 

８．手動計時手順が競技会のリザルト又は競技者のリザルトの源である場合、公式プロトコル

とリザルトの印刷リストはそのリザルトが手動計時手順に基づいていることを明確に表示す

るものとする、規則第 273条１項 d)参照。 

 

第２５１条 【自動計時手順】 

 

１．自動計時という用語は、スタートガンの発砲によって自動的に稼働し、各競技者によるフィ

ニッシュラインへの到達を自動的に記録する計時計測システムを示す。 

２． 

a) 異なる技術/技術的解決法を自動計時の実現のため用いることができる: 

 - 競技者のフィニッシュを記録するための光学センサーまたはレーザー光学検出器に基づい

た電子システム（１セット又は２セットの検出器を、できるだけ氷に接近するように、レ

ーンの間に設置する）(“光学システム”） 

 - 競技者のフィニッシュを記録するためにスケーターが着用した送信機からの信号を用いる

トランスポンダーに基づくシステム（「トランスポンダーシステム」） 

 - タイムスケールを含んでいる歪みのないイメージがフィニッシュ直後に再生できるという

方法で、競技者のフィニッシュの写真映像を用いるシステム（「フォト-フィニッシュシ

ステム」） 

  これらのシステムのそれぞれのカテゴリーに関して、フィニッシュの定義（規程第 260 条

１項）はシステムの操作上の特性に調整される必要がある。このためのガイドラインはＩＳ

Ｕにより発行される。 

b) 幾つかの自動計時システムが利用できる場合、下記小項 c)に関して、レフェリーはどの

システムが第１システムであり、どのシステムがバックアップ解決の役を果たすか、競技の

開始前に宣言しなければならない。幾つかのバックアップシステムが利用できる場合、それ

らの選択の順は競技会の開始に先立って宣言されなければならない。チーフタイムキーパー

は第１システムの不調のいかなる表示をも見せるために、第１システムとバックアップシス
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テム(s)両方を絶え間なく監視しなければならない。第１システムが偶発的に失敗する場合、

出来事に巻き込まれた競技者(s)の結果はバックアップシステムにより決定される。 

c) フォトフィニッシュシステムが使用されている場合、公式プロトコルはフォトフィニッシ

ュシステムにより記録されたフィニッシュのタイムと順位により形成される。“光学システ

ム”又はトランスポンダーシステムからのタイムはスコアボードに“ライブ”表示してもよ

いが、用いられたシステムのタイムが異なる場合、フォト-フィニッシュシステムによる競

技者又はチームのフィニッシュのタイムと順位が、最終結果を決定する。ＩＳＵは、この件

に関し更なる技術的、手順的なガイドラインを発行することができる。 

 

d) フォトフィニッシュ装置の使用は、ＩＳＵ選手権大会、ＩＳＵワールドカップ競技会及び

オリンピック冬季競技大会スピードスケートに必須である。 

 

３．すべての距離について、タイムは１/100 秒の精度で計測され、プロトコルに記録される

ものとする。使用される時計が１/100 秒を超える精度を表示する場合、公式タイムを決定

する際にこれらの数字は無視されるものとする。ただし、１/1000 秒の解決をもつフォトフ

ィニッシュシステムが使用されている場合、規則第 265条１項に従って少数第３位がタイを

解消するために記録されるものとする。 

 

４．チーフタイムキーパー及びアシスタント・チーフタイムキーパー 

 a) 自動計時手順のためのチーフタイムキーパー、及び使用されている各自動計時システム

（例えば、“光学システム”、フォトフィニッシュ及びトランスポンダー）のためのア

シスタント・チーフタイムキーパー１名が任命されなければならない。 

 b) チーフタイムキーパーは、各レース後、いかなる不一致又は装置の不調を確認する目的

で、使用されているシステムによる各競技者の記録されたタイム（s）を照合するものと

する。アシスタント・チーフタイムキーパー（s）は、距離が終了した後に、直ちにシス

テムによって記録されたタイムの完全な一式を管理し、いかなる計器示度又はシステム

の偶発的な不調の証拠をチーフタイムキーパーに通知するものとする。 

   チーフタイムキーパーには、承認のためにレフェリーに提出されるべき公式リザルトの

根拠を作成する計時プロトコルを準備する責任がある。計時プロトコルはリザルトが第

１システムからのタイムに基づいていない全ての場合を確認し、これらの場合にリザル

トを確立するために使用されたバックアップシステムを指定するものとする。 

 

５．第１システムが偶発的に失敗した場合、及び他の自動計時システムがバックアップとして

利用できない場合、規則第 250 条６項と７項に従って、手動計時手順からのリザルトが公式

タイムを決定するために用いられることになる。ただし、公式タイムが決定される際、手動

で計時されたタイムの精度をチェックするか又は証明することを可能とする他の利用できる

証拠、例えばビデオ記録など、が考慮されるものとする。特に、これは規則第 260条２項と

３項によって補充された状況に適用する。 

 

第２５２条 【スプリットタイムと各周のラップタイム】 

  

  数周にわたるレースにおいて、タイムは周ごとに計時され、記録されなければならない。ま

た、積算のラップタイム（スプリットタイム）は１/100秒の精度で記録されるものとし、各周

のラップタイムは同一レベルの精度で積算され、プロトコルに記録されるものとする。 
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Ｅ．競技規則 

第２５３条 

 

１．【逆時計回りの滑走】 

レースは、逆時計回りに滑走して実施される。即ち、トラックの内側は競技者の左側になる。 

 

２．【別れたレースレーンにおける滑走】 

チーム競技（規則第 261 条参照）及び下記４項にしたがって組織された競技又はレースの例

外として、スケーターは組んでレースし、抽選により決定された競技レーンでスタートし、

下記３項に記述されたように各周回中レーンを交換する。距離（レース）の結果は全ての競

技しているスケーターによって達成されたタイムを比較することにより決定される。 

 

3．【レーンの交換】 

a) インレーンを滑走する競技者は、（可動性のブロックで表示された）カーブの出口と

（コーンで表示された）次のカーブの始まりとの間のストレートとして定義された、交差

ストレートでアウトレーンに代わるものとする。又アウトレーンを滑走する競技者につい

てはその逆にするものとする（例外については下記 b）項参照）。 

   この規則の違反は、失格に至るものとする。 

 b) 400ｍ標準トラックで競技している時の1000ｍと 1500ｍの最初の直線では、レーンの交換

はない。他のサイズのトラックによるこれらの距離又は他の距離に関しても、同様の例外

が適用されてもよい。 

 

４．【特別規則をもつ競技と距離】 

 a) 100ｍ以下の距離のスプリント競技では、各競技者用にセパレートレーンを設け、各ヒー

トに競技者３名がいてもよい。これらの競技は敗退方式で実施され、競技者はヒートの順

位及び/又は到達したタイムに基づいて次の段階に進出する。 

b) 競技は、マススタートレースとして実施することができる。 

ⅰ)競技トラックは、分かれた競技レーンなしで用意する。トラックには、ウォームアップ

レーンを含めることができ、ＩＳＵ競技会では常に含める。トラックの境界としてブロッ

クを使用してもよい。マススタートレースの距離は、周回数で指定され、スケーターが最

初にフィニッシュラインを通過した時からカウントダウンが開始される。 

ⅱ)スタートはフィニッシュ側ストレートの中央（標準トラックの 1000ｍフィニッシュラ

イン）で行われる。競技者は、各列スケーター最大６名、列間は最低１ｍでスタートの整

列をする。スケーターのスタート位置は抽選により又は競技者のシードにより決定される。

全ての競技者がスタートラインの後ろに整列した時、スターターは「レディ」と通告し、

スタートピストルを撃つ。ピストルを撃つ前に、前に進んだり、スタート列から動いたり

したスケーターは失格となる。 

 

 

ⅲ)１周目は、集団の中でより良い位置を得るために加速することは許されない。この規

則に違反すると失格となる。１周目の周回中に多数のスケーターを巻き込む衝突が起きた

場合、レースはスターターのホイッスル又はピストルによって中止され、速やかに再レー

スが行われる。１周目が完了すると、明確な音による合図(例えばスタートピストルの発

砲)が行われる。この瞬間から競技者は、より良い位置を獲得するため加速することが許

可される。 

ⅳ)レースのフィニッシュはフィニッシュ側ストレートの最後(500ｍの場合)で、レースの

方式に中間スプリントが含まれる場合、このラインが中間スプリントのフィニッシュライ

ンとなる。 

ⅴ)規則第219条に規定されているように周回数を示す。1周目(加速しない)は、滑走すべ

き距離の一部とみなす。レースの方式に中間スプリントが含まれる場合、各中間スプリン

トのフィニッシュの 1周前にベルで合図を与えるものとする。 

ⅵ) 競技会で通知された規則に従い、先頭のスケーター又は特定数の競技者に(完全に 1

周)追い越された競技者は、レーストラックのアウト側に移動し、直ちにレースを棄権し

なければならない。 

ⅶ)他の競技者に対するスポーツマンらしからぬ行為は、失格の対象となりうる。レフリ

ーは、かかる競技者を失格にする権威を持つ。妨害された競技者は、レフリーの裁量のも

と、次のラウンドにアドバンスされうる。 

ⅷ)組織者は、レースのため十分な安全措置を講じなければならない。ＩＳＵ競技会では、

特定の安全要件が発行される。 

ⅸ)スケーターは、競技会の指定に従い、特別な安全装備(規則第 223 条、279 条を参照)、

ヘルメットカバー、アームバンド、ビブ、計時用の装置を着用しなければならない。これ

らの要件を遵守しない競技者は、失格となるか又はレースでのスタートを拒否される。 

ⅹ)レースの方式に中間スプリントが含まれる場合、中間スプリント及び最終スプリントに

対してポイントが与えられる。競技者がレースを完走しなかった場合、中間スプリントで

獲得したポイントは、当該スケーターの最終ランクを決定する際、評価の対象としない。

完走しなかった競技者が獲得した中間スプリントポイントは、他の競技者に移行されるこ

とはない。レース規則の違反があり、スプリントの結果に影響を及ぼした場合、違反した

競技者は失格となり、スプリントポイント付与の対象とならない。また、失格した競技者

は、最終スプリントのポイント付与の対象とならない。競技者がこのようにして獲得した

スプリントポイントの合計が、レースの結果を決定するが、スプリントポイントの合計が

同点の場合は、最終スプリントの着順により決定する。その後、スプリントポイントを獲

得しなかった競技者は、最終スプリントの着順に従いランキングされる。完走しなかった

競技者は、レースを棄権する前に完了した周回数によってランキングされることになる。

複数の競技者がレースを同一周回数後に棄権した場合は、最後の中間タイムによってラン

キングされる。 

ⅺ)マススタートレースは、レースのある段階で最下位となった１名以上の競技者を、その

段階でレースから除外すると規定した競技会規則に従い実施することができる。 

ⅻ)マススタートレースは、パシュートレースの形式で、つまり一部の競技者に、例えば競

技会の先のレースの結果に基づいて事前に定義された「ハンディキャップ」を持たせるス
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タガードスタートの形式で実施してもよい。 

ⅹⅲ)マススタートレースの最中は、コーチはコーチエリア又は中地に入ることは許可され

ない。 

ⅹⅳ)以下の規則は、マススタートレースには適用されない：規則第 253 条 2 項、3 項、規

則第255条 2項、3項、第256条、第257条、第258条、第259条、第262条。 

 c)１日での競技の場合は、当該ＩＳＵコミュニケーションの特別規則を参照。 

 

 

第２５４条 【スタートの呼び出し】 

 

１．各スタートに先立って、競技する予定の者の氏名が、スタート地点及び更衣室で、明確に呼

び挙げられるものとする。 

２．スタート地点に速やかに現れることができないのは、その距離からの棄権に等しい。 

 

第２５５条 

 

1．【スタート装置】 

1.1．従来の回転式スタート銃（雷管銃）の代わりに、電子式スタートピストルを用いてもよ

い。この場合に下記条件が遵守されるものとする： 

 a) 電子式ピストルははっきりとした引き金点をもつものとする。 

 b) 「銃の発砲」での合成音は音が大きく、明確で、従来の回転式スタート銃からの銃声と

同様であるものとする。 

 c) 煙火は閃光に置き換えられ、それはフォトフラッシュとは明らかに異なっていなければ

ならない。 

1.2 光電管又は高感度のカメラのような電子装置を、不正スタートを検知するために使用して

もよい。そのような機器はスタート手順の際、スターターを支援するという目的のためだけに

使用することができる。これらはスケーターがスターターに呼び戻されることなくスタートラ

インを離れた場合に不正スタートを立証するために使用してもよい。そのような際の無効スタ

ートを指摘する場の、検知機器による証拠を確認するために任命された競技役員によって決定

されてもよい(規則第 255条 3項を参照)。 

1.3 ＩＳＵイベント及びオリンピック冬季競技大会では、スターターはスタートライン近くに

設置されたスピーカー２台に接続されたマイクを使用し号令を発する。 

 

２．【スタート手順】 

2.1 インレーンとアウトレーンでスタートする競技者は、それぞれ白と赤の腕章により識別され

るものとする。競技者３名のヒートで調整されている 100ｍ以下の距離の場合に、中央レーンの

競技者は黄色の腕章を着用するものとする。競技者自身が、正しい腕章を着用し正しいスター 

トレーンにつく責任を持つ。この規則の違反は失格をもたらす。規則第 223 条 3 項、第 279 条

5項を参照。 

 

2.2 a) スターターが「Go to the start」と命じる時、競技者はプレ-スタートラインとスター

トラインの間の位置につく。これらの２つのライン間の距離は２ｍとする。スターターが

「Ready」と命じる前に、競技者は安定した姿勢をとらねばならず、そしてスタート姿勢をと

り、発砲されるまで完全にこの姿勢を保たなければならない。競技者の身体又は用具のいか

なる部分も、スタートラインに触れたり、スタートラインを越え氷に接触したりしてはならな

い。競技者はそのスケート全体を完全にスタートライン後方に保たなければならない。 

 b)  競技者がスタート姿勢をとり終わる瞬間と発砲との間には明らかな間隔をおくものとす

る。この明らかな間隔は１秒と1.5秒の間とする。 

 

【不正スタート】 

3.1 次の状況では、スターターは不正スタートを指摘するものとする： 

a) 一方又は両方（すべて）の競技者がスタート姿勢をとることが意図的に遅い場合、違反

する競技者(s)は不正スタートを与えられるものとする。 

b) 一方の競技者がラインから出て、それによってもう一方の競技者がつられて出た場合、

当該競技者だけが不正スタートを与えられるものとする。 

c) 発砲の前、「Ready」の号令の後に競技者がスタート姿勢を離れる場合（規則第 217 条３

項も参照）。 

3.2 不正スタートの場合には、競技者はスターターからの２発目の発砲及び、又はホイッスル

により呼び戻されるものとする。スターターの命令により、スタートラインから 50～60ｍの

距離で、競技者は停止の合図も受ける。この停止の合図は、競技者の前に赤旗をもったアシ

スタントスターターによって与えられるか、又は競技者が明確に見ることができる赤色のラ

イトで与えられてもよい。ただし、各ヒートで競技するスケーターが３名までの 100ｍ（又は

以下の）競技では、スターターは２回目の不正スタートの場合にスケーターを呼び戻さなく

てもよい。その後失格は当該レースの終了後競技者(s)に告知される。 

3.3 スターターは１回目の不正スタートを引き起こした競技者を警告する。両方の競技者に

不正スタートの責任がある場合、彼らはスターターにより共に警告されるものとする。不正

スタートが指摘された後でスターターが再スタートのため組/ヒートの競技者を呼び戻した

後、この組/ヒートで次の不正スタートを引き起こした競技者は当該距離で失格となる。 

3.4 発光ライトで、どちらの競技者に不正スタートが与えられるかを示す場合、白色ライトは

１回目の不正スタートを、赤色ライトは失格を示すために用いられる。スタートレーンの発光

台はそれぞれの競技者の腕章の色に相当する色とする。 

 

第２５６条 

 

1．【指定された競技レーン内の維持】 

競技者は各々に指定された競技レーン内に留まるものとする。指定された競技レーン内を滑

走する競技者が、他の競技者により妨害された場合、妨害した競技者は失格となる。 

 

２．【カーブにおける内側ラインの横断】 

カーブに入る時、カーブ内で、カーブを出る時、完全に着色されたラインにより表示され、

及び雪又は着色ラインの内側に置かれた可動性のブロックによりマークされた、競技レーン

の内側ラインを競技者がカットすることは禁じられている。この規則に違反すると競技者は
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失格となる。 

 

３．【指定された競技レーンのラインの横断】 

競技者が、指定された競技レーンの外を滑走し、そのため他のレーン又はウォームアップレ

ーンのラインをスケート全体で完全に横切った場合、たとえ他の競技者を妨害していなくて

もその競技者は失格となることがある。レース中にそのような違反が２回以上目撃されたこ

とが確認された場合、その競技者は、下記４項に記載された状況を例外として、失格となる。 

 

４．【例外的な状況】 

以下の状況は上記３項に従い、失格とはならない： 

 a)競技者がカーブで又はフィニッシュ側ストレートに向かってカーブを出る時、内側レーン 

内に保つことができず、そのため外側レーンにラインを横切ってしまう場合、競技者が直

ぐに内側レーンに戻れば競技者は失格にならない。カーブを出る時、内側レーンへの戻り

は、いかなる場合も標準400ｍトラックの1000ｍフィニッシュを定義しているラインより前

で行われなければならない。 

 b)競技者が転倒又は他の突発的理由により指定された競技レーンを離脱する場合、指定された

レーンに直接戻れば競技者は失格にならない。規則第260条３項も参照。 

 c)同一レーンを滑走している他の競技者を追い越す時、追い越しの際に接触を避けるため、距

離を短縮することなく、レーンの境界ラインを横切った場合、追い越すスケーターは失格に

ならない。規則第257条２項を参照。 

 

 

第２５７条 

 

１．【妨害の場合の責任】 

交差ストレートの始まり(スノーライン又は可動性のブロックのラインが途切れている箇所)

でカーブを出る時、インレーンからアウトレーンに交差する競技者は、アウトレーンからイ

ンレーンに交差する競技者を妨害しないものとする。カルテットにおける他の組の競技者の

場合も、これは適用される。インレーンから出る競技者は、他の競技者が妨害的な行為をし

ない限り、妨害に対する責任を負う。 

 

２．【追越し時の責任】 

同一レーンでの追越し：競技者が同一レーンで他の競技者を追い越そうとしている時、(例え

ば、同一組の２名の競技者間の距離が１周以上になっている時、又はカルテットスタートで

カルテットの一方の組の競技者が、同一レーンでスタートしたもう一方の組の競技者に追い

ついた時)、両競技者は、円滑に追越しを行い、衝突を避ける責任を持つ。 

 a) 追越しの状況が迫っている時、前の競技者(追い越される競技者)は、そのレーンで自身

のライン(相対的な位置)を保たなければならない。競技者が追越しを容易にするためにレ

ーンの外側部分に移動している場合、その競技者は追い越している競技者が内側を通り過

ぎるまでレーンの外側部分に留まらなければならない。 

 b) 追い越している競技者は、前の競技者がそのレーンで自身の相対的位置を維持する限り、

衝突を避ける責任がある。 

 

３．【失 格】 

レフェリーがこの規則の違反（上記１項と２項参照）を確認した場合、違反した競技者は失

格となるものとする。 

 

第２５８条 【追越しによる競技者間の距離】 

 

１．ダブルレーンのトラックにおけるレースで、先行しているスケーターが相手の競技者に追

いつき、追い越した時、後ろのスケーターは少なくとも 10ｍ後方に留まらなければならない。

しかし、一度抜かれたスケーターが、先行しているスケーターを妨害することなく抜き返す

ことができると判断すれば、先行しているスケーターを追い越すことは許される。しかし、

先行しているスケーターに対してペースメーカーとして行動してはならない。 

２．追い越されているスケーター又は追い越しているスケーターが不当な行動をとる場合、この

競技者は失格となる。 

 

第２５９条 【ペース作り】 

 

他の競技者を誘導又は伴走すること（ペース作り）は許されないし、そのような違反を犯し

ている競技者は失格となる（規則第258条も参照）。ただし、チームパシュートレース（規則第

261 条参照）に関して、スケーターが彼のチームメートに（１周）追い抜かれていない限り、同

一チームに所属する競技者に対してはこの規則は適用しない。 

 

 

第２６０条 【フィニッシュライン】 

 

１．規定の周回数の後、最初に到達しているスケートのブレード前方の先端がフィニッシュラ

インに触れたか、又は到着した時に、競技者はその距離を完了したものとする。ただし、調

整された定義は規則第 251条２項 a)にしたがって適用されてもよい。 

 

２．フィニッシュラインで故意にスケートを蹴りだすこと（その結果スケートは完全に氷と接

しなくなる）又はフィニッシュラインを越えて体を投げ出すことは禁じられ、そして失格に

至ることになる。 

３．競技者がフィニッシュの直前で転倒し、そのため最初のスケートが競技レーンの外側に到

達する場合、そのタイムはこのスケートのブレード前方の先端がフィニッシュラインの延長

線上に到着した瞬間に計測されるものとする。 

４．使用されている自動計時システム（s）が、フィニッシュでスケート以外の手段により止

められる場合、その競技者の公式タイムは、（規則第 250条７項にしたがって）手動計時手

順により決定されたタイムと自動計時システムからのタイムの、遅い方のタイムが記録され

るものとする。 
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第２６１条 【チーム競技のレース規則】 

 

１．【チームパシュートレース】 

 a) チーム競技は、各チームで競う３名又は４名のスケーターによるパシュートレースであ

ることが告知される。３名又は４名の両方の場合に、チームのフィニッシュタイム（規

則第 260条参照）は、チームの第３番目のスケーターのフィニッシュタイムとして決定さ

れる。レースをフィニッシュしたスケーターが３名に満たない場合、そのチームはレー

スを完了しなかったと考えられ、失格とされるものとする。 

 b) チームパシュートレースにおいて、２チームはストレートの中央で、トラックの各サイド

から同時にスタートするものとする。ヒートがチームのランキングにしたがって構成され

ている場合、最上位にランクされたチームは通常のフィニッシュ側ストレートでスタート

するものとする。他の場合、スタート位置は抽選によって決定される。 

 c) トラックは、例えば、標準トラックにおいてインレーンとウォームアップレーンの間の境

界線を使用することによって等、一つの競技レーンのみが設計されなければならない。 

 d) チームのスケーター(s)が、他のチームのスケーターに追い越される場合は、規則第 258

条２項を適用する。 

e) チームパシュート競技の形式で、レースの次の段階にチームを進出させる予選を実施す

る場合、予選で全距離を滑走し終わる前に他のチームを追い越したチームは、その瞬間、

この予選の勝者となる。この場合の追い越しの定義は、チームの３番目のスケーターが他

チームの３番目のスケーターを追い越していることをいう。 

f) 出場チームの各スケーターは、異なる識別を装着するものとする。チームのスケーター

No.1 は、No.1 の白いアームバンド、スケーターNo.２は、No.２の赤いアームバンド、スケ

ーターNo.３は、No.３の黄色のアームバンド、スケーターNo.４は、No.４の青いアームバ

ンドを装着する。規則第279条が適用される。 

 レフリーの裁量により、アームバンドの代わりにヘルメットカバーまたはヘルメットを使

用することができる。 

 

２．【リレーレース】 

チーム競技は、各チーム３名又は４名のスケーターによるリレーレースとして告知される。

リレーの各区間の距離は変えてもよいが、各区間の推奨される距離は 400 又は 800ｍ（標準ト

ラックで１周又は２周）とする。リレーレースは異なる方式で実施される。推奨される２つ

の方式（ＡとＢ）は、下記b)項と c)項に記述される。 

a) リレーレースの競技方式Ａ： 

 ２チームは、レース中組んで競技し、セパレートレーンでスタートし、規則第 253 条３

項にしたがってレーンを交換する。各区間は１周又は２周で構成するものとする。レース

は 1000ｍフィニッシュラインでスタートし、フィニッシュする。リレーゾーンは 1000ｍフ

ィニッシュラインの前後に 20ｍずつ延長して、40ｍの長さをもつ。40ｍリレーゾーンの始

まりと終わりはオレンジコーンで表示されるものとする。中継は区間を完了するスケータ

ーが次の区間をスタートしようとしているスケーターを通過した時行われる。リレーゾー

ンの外でリレーしたチームは失格となる。 

b) リレーレースの競技方式Ｂ： 

 最大４チームが同一組で競技する。最初の区間の前半（最初のカーブを通して）では、

インとアウトレーンが使用され、２名のスケーターまでが各レーン（チームごとにスケー

ター１名）でスタートする。最初のカーブ出口の後はインレーンだけが使用される。レー

スは1500ｍスタートラインでスタートし、500ｍと1500ｍのフィニッシュラインでフィニッ

シュする。この場合に、最初の区間の距離は 700ｍ又は 300ｍとする。次の区間の長さは１

周又は２周とする。リレーゾーンは 75ｍの長さをもち、フィニッシュラインで終わる。リ

レーゾーンの始まりはオレンジコーンで表示されるものとする。中継は区間を完了するス

ケーターが次の区間をスタートしようとしているスケーターにタッチした時行われる。リ

レーゾーンの外でリレーしたチームは失格となる。追い越しについては規則第257条２項の

原則を適用する。 

 

３．【チームスプリントレース】 

チーム競技は、各チーム３名のスケーターが滑走するチームスプリントレースとして通知し

てもよい。滑走距離は特定の周で、各チームのスケーター数と同一とする。インレーンの境

界が競技トラックを定義する。追加の境界としてブロックを使用してもよい。 

 a)レースは、１チーム独走、又は２チーム同時滑走のいずれでもよい。スタートの設定は、チ

ームパシュートレースと同様で、スタートとフィニッシュは 1000ｍのフィニッシュライン

で、２チーム滑走の際は、もう一方のチームに対しては、交差ストレート側の反対の位置

とする。 

 b)スタート手順は、チームパシュートと同じとする。失格については、ＩＳＵ規則第 261 条 3

項を参照。また再スタートの許可については、ＩＳＵ規則第262条 2項を参照。 

c)競技チームの各スケーターは、レースでの役割を示す異なる識別を装着するものとする：

チームのスケーターNo.1 は、No.1 の白いアームバンド、スケーターNo.２は、No.２の赤い

アームバンド、スケーターNo.３は、No.３の黄色のアームバンド、スケーターNo.４は、No.

４の青いアームバンドを装着する。規則第279条が適用される。 

 レフリーの裁量により、アームバンドの代わりにヘルメットカバーまたはヘルメットを使

用することができる。 

 d)第 1周は、第1走者がチームの先頭となり、その他のスケーターがその後に続く。それぞれ

の周回後、トラックのアウト側に行き、次に指定されたスケーターが次の周でチームを先

導しなければならない。最後に指定されたスケーターは、最終周を独走し、チームのため

にレースを完走する。 

 e)チームの次に指定されたスケーターへの引き継ぎは、そのチームのフィニッシュ側ストレー

トの始まりとカーブの進入地点の間で行わねばならない。引き継ぎエリアの始まりと終わ

りは、適切に明示する(例：ブロックにより)。 

 

４．【チーム競技での失格と再レース】 

パシュート、スプリント、リレーのチームのスケーターが、規則第 223 条、第 255 条、第 256

条、第257条又は第258条、第279条によりレース規則の違反で失格となった場合、そのチー

ムも失格となる。ＩＳＵ一般規定(有資格規則違反やアンチドーピング規則の違反など)に従
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い、チームのメンバーが失格となる場合、チームも失格となる。 

規則第262条で示された再レースに関する規則は、チームパシュート、チームスプリント、リ

レーレースにも適用される。よって、そのチームのスケーターの１名が規則第 262 条１-３項

に示されるように妨害された場合、そのチームは再レースが認められるものとする。 

 

 

第２６２条 【再レースの許可】 

 

１．スケーター自身の失敗でないのに妨害された競技者は、レフェリーによって再レースするこ

とが許されるものとする。競技者が通常のレースを終了している場合、２回のレースの良い

方のタイムが競技者の結果として採用されるものとする。 

２．トラック上の障害物のためにレースを完了することが不可能な競技者は、再びスタートする

ことが許されるものとする。障害物として、破損したスケート又は汚れた氷は認められない

ものとする。また、直接的に停止させられたのではなく、レーストラック付近の者又は出来

事により妨害されたという競技者の意見も、再レースの理由として認めることはできない。 

３．障害物が転倒した競技者であったか、又は障害物が交差ストレートにおけるレーンの不正な

交差又はいかなる時点でもレーンの離脱のような、規則を違反したその組の他の競技者の違

反による場合、レフェリーは再レースさせる権利を拒否することはできない。競技者が再レ

ースを許される場合、レフェリーは当該競技者にそのことを通知しなければならない。 

 

【必要な休憩時間】 

４．競技者が 30 分以内でスタートすることに同意している場合を除いて、競技者は、最初の

レースとレフェリーによって決定された再レースとの間に少なくとも 30 分の休憩をもつ権

利をもつものとする。 

 

【再レースのスタートレーン】 

５．再レースの場合、通常競技者は最初のレースと同一のレーンでスタートするものとし、合

計得点によって又は２回のレースの合計タイムによって決定される、スプリント競技におけ

る500ｍ又は1000ｍの２回目のレースでは常にそうするものとする。 

  ２名以上の競技者が再レースを許された場合、幾つかの組が独走競技者だけになることを

避けるために組がつくられるものとする。最初のレースで異なるレーンでスタートした競技

者２名が新しい組をつくる場合、彼らは新しいレースでは最初のレースと同一のレーンでス

タートするものとする。しかし、彼らが共に最初のレースに同一レーンでスタートした場合

には、この新しいレースでは組番号の低い組からの競技者がアウトレーンでスタートするも

のとする （規則第239条４項と第245条参照）。 

 

 

第２６３条 【ドーピング】  

（一般規程第139条<別冊ＩＳＵ一般規程>参照） 

 

 

 

Ｆ．競技の結果 

 

第２６４条 【結果の発表】 

 

  競技の結果は、競技終了後直ちに発表されるものとする。 

 

第２６５条 【競技会の結果】 

 

１．【単一距離の競技会の結果】 

a) 単一距離に賞を授与する競技会において、その距離の勝者は最高タイムを樹立した競技者

である。規則第 250条７項(手動計時手順)又は第 251条(自動計時手順)に従い、複数の競技

者が同一の(ベスト)タイムを得た場合、双方がその距離の勝者と見なされる。 

手動計時手順の際、同組で滑走した 2 競技者が同タイムで、フィニッシュラインジャッジが

一方を勝者とみなした場合、この距離のランキングでは、この競技者がもう一方の競技者の

上のランクとなる。また別の組で滑走した競技者が同タイムを記録した場合、勝者は勝者で

ランクされ、第2位は第2位でランクされる。 

ただし、１/1000 秒のタイム分析を表示するタイムスケールで、(規則第 251 条２項に規

定された)フォト-フィニッシュシステムが用いられている場合、フォト-フィニッシュシ

ステムから１/1000 秒で記録されたタイムが最終結果の競技者(又はチーム)の順位を決定

するために用いられる。この場合、公式プロトコルは当該競技者(又はチーム)のタイム

を１/1000秒で表示することによりタイ-ブレークを示すものとする。 

 b) 500ｍを２回滑走する競技については、２回のレースの合計タイムが最終順位を決定し、

同一合計タイムをもつ競技者は同一ランクを得る。ただし、(上記小項a)に規定された)フ

ォト-フィニッシュシステムが用いられている場合、フォト-フィニッシュシステムにより

１/1000 秒で記録された合計タイムが最終結果の競技者の順位を決定するために用いられ

る。この場合、プロトコルは、２レースの合計タイムを含む全ての結果を１/1000 秒で表

示するものとする。 

 

２．【数距離の競技会の結果】 

２つ以上の距離に１つの賞が授与される競技会において、下記の３項と４項にしたがって、

優勝者はすべての距離を完走し、最小の合計得点を得た競技者である。数名の競技者が同一

合計得点となる場合、これらの競技者は同一ランクとなる。 

 

３．【得点の計算】 

得点は次のように計算する：500ｍレースの秒数はそのまま得点数として計算する。1000ｍで

は秒数の１/２を、1500ｍでは秒数の１/３を、3000ｍでは秒数の１/６を、5000ｍでは秒数の

１/10を、10000ｍでは秒数の１/20を得点数として計算する。得点数は小数第４位を切り捨て

て小数第３位まで計算するものとする。 
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４．【複数距離の競技会の最終順位】 

競技会の最終順位は、すべての距離にわたる得点の総合合計にしたがって決定される。 

 最終距離で競技者数が制限される場合、残りの競技者間の順位は先立つレースの自身の合計

得点によって決定される。 

失格等の理由により、競技者が最終距離を完了できなかった場合、最終順位におけるこの競

技者のランキングは、競技者が最終距離をスタートしなかったものとして決定される。 

 

５．【チームパシュート競技の結果】 

チームパシュート競技が敗退方式で実施される場合、次の段階へ進出するチームは、敗退し

たチームより結果は上にランクされる。次の段階に勝ち進んだチームが、次の段階で無効な

レース結果(例：DNS、DNF、DQ)となった場合もこれが適用される。この競技の勝者は、最終

段階(決勝)でレースに勝ったチームとする。 

b) チームパシュート競技が、敗退方式をとらずに実施される場合は、その結果は、チーム

が記録したタイムによってのみ決定される。 

c) オリンピック冬季競技大会のチームパシュート競技の結果は、上記 a)に従い決定される。

B 決勝の勝者が第 3 位、B 決勝の敗者が第 4 位、C 決勝の勝者が第 5 位、C 決勝の敗者が第 6

位、D決勝の勝者が第7位、D決勝の敗者が第8位となる。 

d) 世界距離別選手権大会及び世界ジュニア選手権大会のチームパシュート競技の結果は、

上記b)に従い決定される。 

 

６．【マススタートレースの結果】 

a) マススタートレースが、中間スプリントを行って実施される場合、結果は、競技者が獲

得したスプリントポイントの合計によって決定される。それ以降のスケーターは、着順に従

いランキングされる。獲得ポイントのシステムでは、最終スプリントの上位3名が、レースの

結果で上位3位となるようになっている。詳細は、規則第253条４項b)を参照。 

 b) 中間スプリントのないマススタートレースの結果は、競技者の着順のみで決定される。 

 c) 冬季オリンピック競技会、世界選手権大会、ヨーロッパ選手権大会、四大陸選手権大会、

ＩＳＵワールドカップにおけるマススタート競技の結果は、中間及び最終スプリントの以下の

システムに基づき、上記a)に従い決定される：  

 ・レース中、最終スプリントに加え、3 回の中間スプリントが行われる。各スプリントにお

いて、競技者にはポイントが付与され、それがレースの最終ランキングで考慮される。中間ス

プリントは、4 周、8 周、12 周後のフィニッシュラインで決定される。 

  ・スプリントのポイントは以下のように付与される： 

   ◦中間スプリント：上位３スケーターに対し、３－２－１ポイント。 

   ◦最終スプリント：上位６スケーターに対し、６０－４０－２０－１０－６－３ポイント 

  ・マススタート競技が、準決勝、決勝で実施される場合、決勝に進出しない競技者と決勝に 

  出場する競技者は、以下のようにランキングされる。 

  ◦獲得したスプリントポイント総得点 

   ◦フィニッシュラインでのタイム 

   ◦滑走した周回数 

   ◦滑走周回数が同一の場合は、競技者は、最後の中間タイムによってランキングされる。 

   ◦決勝に進む資格を得た競技者が、棄権、または決勝で失格となった場合、決勝で滑走し

なかった全ての競技者より上位にランキングされる。 

 d)世界ジュニア選手権大会におけるマススタート競技の結果は、中間及び最終スプリントの以

下のシステムに基づき、上記a)に従い決定される： 

  ・レース中、最終スプリントに加え、２回の中間スプリントが行われる。 

・各スプリントで、競技者は、レースの最終ランキングにおいて考慮されるポイントを獲 

得する。中間スプリントは、４周後、７周後のフィニッシュラインで決定される。 

  ・スプリントのポイントは以下のように付与される： 

   ◦中間スプリント：上位３スケーターに対し、３－２－１ポイント 

   ◦最終スプリント：上位６スケーターに対し、３０－２０－１０－４－２－１ポイント  

  ・競技者は、以下のようにランキングされる。 

  ◦獲得したスプリントポイント総得点 

   ◦フィニッシュラインでのタイム 

   ◦滑走した周回数 

・滑走周回数が同一の場合は、競技者は、最後の中間タイムによってランキングされる。 

 

７．【チームスプリントレースの結果】 

チームスプリントレースの結果は、競技するチームの指定された第3走者が、フィニッシュラ

インに到達したタイムによって決定される。複数チームが同一のフィニッシュタイムを得た

場合は、規則第２６５条１項が適用される。 

 

 

第２６６条 【全距離への参加】 

 

１． 選手権大会又は制限された数の競技者だけが最終距離で競技することが許される他の競技

会において、最終距離にスタートする資格を得るためには、競技者は当該競技会において

それに先立つすべての距離で競技していなければならない（規則第275条３項も参照）。 

 

２．選手権大会の結果が滑走したすべての距離からの合計得点、又はレースからの合計タイムに

基づいているＩＳＵ選手権大会においては、有効な結果をもってすべての先立つ距離又はレ

ースを完了していない競技者は、選手権大会の最終距離（レース）に出場することは許され

ない。これはオリンピック冬季競技大会の500ｍにも適用される。 

 

 

第２６７条 【タイトル】 

（一般規程第133条<別冊ＩＳＵ一般規程>参照） 
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第２６８条 【優勝者】 

１． 

 a) 選手権大会のオールラウンドまたはスプリント複合競技の優勝者は、すべての距離を完走

し、その合計得点が最小の競技者である。合計得点がタイの場合、規則第265条２項を適用

する。 

 b) 選手権大会の距離別またはチームレースの優勝者は、滑走した単一のレースでベストタ

イムを達成した競技者またはチームである。 

c) 選手権大会のマススタートレースにおける優勝者は、レース中に獲得したスプリントポ

イントの合計が最高の競技者である。 

  

２．複数の競技者が、いずれかの距離でベストタイムを獲得した場合、これら競技者は全て、

当該距離の優勝者とみなされる。 

 

３．ＩＳＵ選手権大会の勝者は賞とＩＳＵ金メダルが授与され、第２位の競技者には銀メダル、

第３位の競技者には銅メダルが授与されるものとする。 

 

４．勝者が３名以上いる場合も、１つの距離の勝者はすべて金メダルを受け取るものとする。

２名の勝者がいる場合、銀メダルは授与されない。３名の勝者がいる場合、銀メダルと銅メ

ダルは授与されない。２名の勝者がいる場合、次の順位の競技者(s)に銅メダル(s)が授与さ

れるものとする。１名の勝者と第２位に２名以上の競技者のタイがある場合、その後者すべ

ては銀メダルを受領するものとするが、銅メダルは授与されない。１名の勝者と第２位に１

名の競技者がいる場合、第３位を占めた競技者すべてに銅メダルが授与されるものとする。 

 

第２６９条 【メダル】 

（一般規程第134条<別冊ＩＳＵ一般規程>参照） 

 

第２７０条 【賞】 

（一般規程第120条参照） 

 

第２７１条 【メダルの授与】 

（一般規程第134条参照） 

 

第２７２条 【選手権大会の結果】 

（一般規程第135条参照） 

 

第２７３条 【公式プロトコル】 

 

１．公式プロトコルは次の項目を含まなければならない： 

 a) 各距離のスタートリスト； 

 b) １/100秒で記録された自動計時のタイム(タイの場合は１/1000秒)、又は 1/100秒の手

動計時。 

 c) 自動計時使用時は、1/100 秒での距離分析(スプリット及びラップタイム)（規則第 252

条参照） 

 d) 異常な状況と無効なレース結果を示すため次の略号が使用されるものとする： 

 

ＤＮＦ：フィニッシュしなかった（レースをスタートしたがフィニッシュしなかった、

いかなるレース規則も違反せず、例えば競技者による妨害もなく） 

ＤＱ： 失格（レース規則の違反又は他の不正行為による失格） 

ＤＮＳ：スタートしなかった（抽選され、最終の組合せに記載されていたが、スタート

に現れなかった） 

ＷＤＲ：棄権した（最初の抽選に含まれていたがスタートから棄権した、その結果、組

み直しとなった） 

ＲＳ：（再レースが許可され）再滑走した 

ＭＴ： 規則第 250条７項と８項にしたがって手動計時手順により計時されたタイム 

 

２．ＩＳＵ選手権大会について、公式プロトコルはＩＳＵメモランダムの仕様にしたがって印刷

されなければならず、当該ＩＳＵメンバーによりＩＳＵ専務理事に送付されなければならな

い。 

３．国際競技会においては、競技会終了後３日以内に、主催者はデジタルプロトコルを記入し、

速やかに完成させなければならない。ただし、世界記録については規則第221条３項参照。 

  要請された場合、プロトコルはＩＳＵに提出されなければならない。 
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Ｇ．抗議と失格 

 

第２７４条 【抗 議】 

（一般規程第123条<別冊ＩＳＵ一般規程>参照） 

 

第２７５条 【失 格】 

 

１．競技者による違反は、レフェリーの裁決によって確認された場合、当該距離からの競技者

の失格という結果になる。 

２．レフェリーの意見でその違反が故意である場合、その競技者は告知されている競技会の以

降の競技には参加できないかもしれない。更に、数距離に一つの賞授与される競技会の場合、

その競技者はすでに滑走した距離についても失格とされるかもしれない。 

３．あるレースで失格となった競技者は、選手権大会又は制限された数の競技者だけが最終距

離にスタートすることを許されている他の競技会において、最終距離にスタートする権利を

失う（規則第 240条も参照）。 

 

第２７６条 【上 訴】 

（一般規程第124条<別冊ＩＳＵ一般規程>参照） 

  

 

第２７７条  【競技者等の除名】 

（一般規程第125条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ．カルテットスタート 

第２７８条 

 

１．【競技フォーマット】 

1.1 カルテットスタートとは、スタート時に２組間に約半周の時差をおいて、４名(まで)のスケ

ーターが２組で同時にトラック上を競技する競技形式をいう。 

カルテットスタートの２組は、半周時差方式スタートで、同一スタートエリアで、そのレース

をスタートする。スタートエリアは、当該距離の通常のスタートエリアに位置する。カルテット

の第２組は、２組が通常のスピードに達した時、２組の間隔が半周になるようなタイミングで、

スタートすることが好ましい。カルテットの第２組に不正スタートがあった場合、第２組のス

タート後の２組の間隔は１周半になるものとする。 

 

1.2  

a) カルテットスタートは、国際競技会、ワールドカップ競技会及びＩＳＵ選手権大会におい

て用いられてもよい。カルテットスタートに推薦される距離は、1500ｍ以上である。ＩＳＵ選手

権大会において、カルテットスタートは3000ｍ以上の距離にのみ用いられてもよい（規則第201

条 10項参照）。 

 b) カルテットスタートが行われるという案内は、遅くとも当該距離の抽選時に通知するも

のとする。公式プロトコル及び結果のリストには、カルテットスタートの条件の下で記録

されたタイムであることを明確に記述する。プロトコルは規則第273条に記載されたすべて

の項目を含まなければならない。 

 c) ＩＳＵ選手権大会において、カルテットスタートは、組織委員会、ＩＳＵスポーツディレ

クター及びスピードスケート技術委員会が合意し、かつアナウンスメントで通知されてい

る時にのみ使用することができる。 

 

2．【スタート手順とカルテットの構成】 

2.1 

 a) 各カルテット内のスターティングポジションは、次のように決定される： 

   １番目に抽選された競技者：１組のインナーレーン（白色のアームバンド） 

     ２番目に抽選された競技者：１組のアウターレーン（赤色のアームバンド） 

     ３番目に抽選された競技者：２組のインナーレーン（黄色のアームバンド） 

     ４番目に抽選された競技者：２組のアウターレーン（青色のアームバンド） 

 b) 組が競技者のランキングにしたがって編成されている場合、各カルテットの第２組は、

上位2名の競技者の組とする。 

c) 参加している競技者が（すべてのカルテットで競技者４名の）完全なカルテットを形成

できない場合、最初のカルテットだけを不完全とする。(最初のカルテットが独走となるこ

ともありうる。) 

 d) 抽選後、スタートを棄権する場合、レフェリーはカルテットを形成する組を再調整する権



 36 

利を有する(第216条と第245条参照)。ただし、カルテットの数が減らされない限り、競技

者は最初に指定されたカルテットから他のカルテットに移動させることはできない。 

2.2 同一のカルテットにおけるすべての競技者は、集団でスタートの準備をしなければならない。

腕章は2.1 a)にしたがって着用されなければならない。 

2.3カルテット内の各組は、自身のラップスコアラーを持ち、各組は別々に計時される。 

2.4 カルテットスタートからの世界記録は、ワールドカップ競技会、ＩＳＵ選手権大会又は他の

ＩＳＵ競技会において樹立されたタイムについてのみ認定される。規則第 221 条 2.i)、2j)、

3項を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I．競技者の技術的競技機器 

第２７９条 

 

１．【通信機器】 

競技中スケーターが、他の人や情報源と連絡を取ったり情報を得たりする目的のため、技術的な

通信機器を装着することは許可されない。 

 

２．【音楽機器】 

競技中、競技レーン又はウォームアップレーン滑走中、スケーターが音楽やその他の音源を再生

する機器を装着することは許可されない。 

 

３．【計時機器】 

競技で使用される計時システムが、適切な計時のため競技者が何らかの装置や機器を装着するこ

とを必要とする場合、競技者は、必要な機器を装着してスタートに臨み、レース中それを装着し

続ける責任を持つ。 

 

４．【腕章又はその他の識別】 

レース中及びフィニッシュで競技者を識別し、競技トラックでの適正な位置を確認するため、技

術規定(規則第253条 4項、第255条 2項、第278条 2項参照)又はレフリーの指示に従い、腕章

又はその他の識別手段を装着する義務を持つ。競技者は、正しい腕章又はその他の識別手段を装

着してスタートに臨む責任を持つ。 

 

５．【機器に関する規則の違反】 

適正又は必要な機器に関する規則第223条1.a)、2、及び上記1、2、3、4項を遵守しない競技者

は失格となる。 


